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(証券コード 9737) 
平成20年６月４日 

株 主 各 位 
 

東京都港区南青山二丁目26番１号 

 
 

代表取締役社長 福 山 義 人 
 

第40回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

 さて、当社第40回定時株主総会を下記要領により、開催いたしますので、

ご通知申しあげます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送

いただくか、電磁的方法（インターネット等）によりご行使いただくか、いずれかの方法に

より議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討

くださいまして、平成20年６月25日（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使ください

ますようお願い申しあげます｡ 

敬 具 
 

記 
  

1. 日 時 平成20年６月26日（木曜日）午前10時 

2. 場 所 東京都港区南青山二丁目26番１号 

ＣＳＫ青山ビル 当社３階会議室 

3. 会議の目的事項 

報 告 事 項 (1) 第40期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）事業報告の内

容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書

類監査結果報告の件 

(2) 第40期（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）計算書類の内

容報告の件 
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決 議 事 項   

第１号議案  剰余金の処分の件 

第２号議案  定款一部変更の件 

第３号議案  取締役６名選任の件 

第４号議案  監査役１名選任の件 

第５号議案  退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 

4. 議決権の行使等についてのご案内 

(1) 電磁的方法（インターネット等）により議決権をご行使される場合には、３ページか

ら４ページの「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使について」をご高

覧のうえ、議決権をご行使ください。 

(2) 代理人により議決権をご行使される場合は、議決権を有する株主様に委任する場合に

限られます。また、代理人は１名とさせていただきます。なお、代理人によるご出席

の場合は、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに委任状を会場受付にご提出くだ

さい。 

(3) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の３日前までに、議決権の不統一

行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。 

(4) 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、イ

ンターネット上の当社ウェブサイト（http://www.csk.com）に掲載させていただきま

す。 

 

以 上 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

(お願い) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ

いますようお願い申しあげます。 
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電磁的方法（インターネット等）による議決権行使について 
  

【電磁的方法（インターネット等）により議決権をご行使される場合のお手続について】 

1. 議決権をインターネットによりご行使される場合は、以下の事項をご了承のうえ、ご行使くださ

いますようお願い申しあげます。 

(1) インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使サイト

をご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインタ

ーネットでもご利用することが可能です。 

【議決権行使サイトＵＲＬ】  http://www.webdk.net  
 

※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「ＱＲコード」を読み取

り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細に

つきましては、お手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。 

(2) インターネットにより議決権をご行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権

行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録くだ

さい。 

(3) インターネットによる議決権行使は、平成20年６月25日（水曜日）午後５時45分まで受付いた

しますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めにご行使されるようお願いいたします。 

(4) 議決権行使書用紙とインターネットにより、二重に議決権をご行使された場合は、インターネ

ットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。 

(5) インターネットにより、複数回数、又は、パソコンと携帯電話で重複して議決権をご行使され

た場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。 

(6) 議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料

金（電話料金等）は株主様のご負担となります。 

2. 機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて 

   管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡）につきましては、㈱東京証券取引所

等により設立された合弁会社が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームの利用

を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法とし

て、上記１.のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただく

ことができます。 
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【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】 

議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。 

(1) インターネットにアクセスできること。 

(2) パソコンを用いて議決権行使される場合は、インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアと

して、Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2以上又はNetscape 6.2以上を使用できること。ハ

ードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用できるこ

と。 

(3) 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が

可能な機種であること。 

  （セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号化通信）が可能な機種のみ対応しております

ので、一部の機種ではご利用できません｡） 

  （Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Netscapeは、米国及びその他の諸国のNetscape Communications Corporationの登録商標です｡) 

 

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】 

インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください

ますようお願い申しあげます。 

    株主名簿管理人  住友信託銀行証券代行部 

    【専用ダイヤル】   ０１２０-１８６-４１７（24時間受付） 

           ＜住所変更等用紙の請求＞  0120-175-417（24時間受付） 

           ＜その他の照会＞           0120-176-417（平日午前９時～午後５時） 
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(添付書類) 

事 業 報 告 

(平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで)

 

1. 企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及びその成果 

 当連結会計年度のわが国経済は、好調な企業収益、底堅い設備投資に支えられ緩やかな
回復基調が続いておりましたが、下半期以降、米国のサブプライムローン問題に端を発す
る世界的な信用収縮の影響を受け、急速な円高や原材料高騰の影響から企業業績の拡大と
設備投資に減速感が見られ、国内景気を牽引してきた企業部門の停滞傾向が強まってまい
りました。米国においては、住宅価格の下落や雇用環境の悪化、原油高などの要因から個
人消費にかかる景況感は急速に縮小傾向にあり、また、欧州においては、輸出は堅調に推
移しているものの金融市場の混乱、通貨高、物価上昇という課題のもと、景気の減速が懸
念されはじめております。このような米国・欧州・日本の主要市場における景気動向を背
景に、国内株式市場は前年比で大幅な下落状態にあり、迷走を続ける国内の政治情勢も相
俟って、日本経済は足踏み状態から減速状態のレンジという厳しい環境におかれているも
のと考えられます。 
 情報サービス業界においては、ＩＴ関連の設備投資需要が比較的堅調に推移いたしまし
たが、納期・品質・価格等に対する顧客の要求が強まっており、高い生産性が求められて
おります。また、産業自体の成熟化、ＩＴ技術者の世代交代への対応並びにその確保が重
要な経営課題となっております。 
 金融サービス分野においては、米国のサブプライムローン問題は、国内においても信用
収縮の要因となり、特に年度末にかけて急速に投資環境は厳しいものとなってまいりまし
た。証券業界においても、米国のサブプライムローン問題の影響を受け売り越し状態とな
り、国内株式市場は前年比で大幅な下落となり低迷状態が継続しております。プリペイド
カード業界では、利用可能店舗の増加を背景に販売促進ツールや株主優待ギフト商品とし
ての法人向け需要が増加する一方、交通機関における共用ＩＣカード等が急速に普及し、
利用可能範囲が拡大するなど新たな競争環境が生まれております。 
 
 このような経営環境のなか、当連結会計年度においては、｢① サービスプロバイダー企
業グループを目指して｣、｢② 経営の透明性確保及び株主還元」及び「③ サステナビリテ
ィ（社会の持続的発展）の実現」の３つの経営施策を重点的に実施してまいりました。
(具体的な実施内容は、９ページ以降に記載しております｡） 
 これらの結果、当連結会計年度の連結業績は、売上高2,396.9億円（前連結会計年度比 
2.6％減)、営業利益192.5億円（同 35.6％減)、経常利益206.3億円（同 33.0％減)、当期
純利益12.7億円（同 85.3％減）となりました。 
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 売上高は、情報サービス事業のテクノロジーサービスにおいて、金融・保険業界にかか
るシステム開発が順調に拡大したことに加え、ビジネスサービスにおける製品検証サービ
スが順調に推移いたしましたが、金融サービス事業において期末に見込んでいた収益取込
が翌期になったこと、証券事業において株式市況の低迷による影響を受けたこと等により、
2,396.9億円（前連結会計年度比 2.6％の減収）となりました。 
 営業利益は、情報サービス事業におけるテクノロジーサービスにおいては、売上高の増
加に加えて収益性重視の受注獲得や生産性向上が進んだことにより大幅に増加し、ビジネ
スサービスにおける中長期的な拡大に向けた先行投資費用の増加をカバーし、同事業は
4.3％の増益となりました。しかし、金融サービス事業においては、前期に大型投資案件
の精算があったこと及び期末に予定していた投資案件の収益取込が翌期になったこと、ま
た証券事業においては、急速に業績が悪化したこと、さらに当社にて進めているグループ
全体の情報インフラ整備費用等の増加により、営業利益は全体で192.5億円（同 35.6％の
減益）となりました。 
 経常利益は、営業利益の減少に営業外収益及び費用の要因が加わり、206.3億円（同
33.0％の減益）となりました。 
 当期純利益は、経常利益の減少に加え、当社連結子会社における事業用資産の減損処理
による特別損失133.4億円を計上したこと等の影響により、12.7億円（同 85.3％の減益）
となりました。 
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＜事業セグメント別の業績＞ 

 当社グループの「事業セグメントごとの提供サービスの概要」及び「セグメント別業

績」は、次のとおりとなっております。 
 

 

 

〔情報サービス事業〕 

 売上高は、テクノロジーサービスにおいては、金融・保険業界向けシステム開発が順調

に拡大し、ビジネスサービスにおいても、デジタル家電やＩＴＳ(注２)分野向けの製品検証

サービス等が順調に推移したことに加え、新規事業としてスタートしたファッション業界

向け通販フルフィルメントサービス(注３)売上の貢献等により、売上高全体では1,986.3億

円（前連結会計年度比 2.2％の増収）となりました。 

 営業利益は、テクノロジーサービスの増収並びにシステム開発における生産性向上によ

り大幅な増益となり、ビジネスサービスにおけるコールセンター関連の設備投資の増加や

新規事業立ち上げにかかる費用を吸収し、154.1億円（同 4.3％の増益）となりました。 
 

(注１) ＢＰＯ（Business Process Outsourcing)：業務運用サービス。業務の効率性や品
質向上にとどまらず、差別化を推進す
るために業務を外部委託すること。 

(注２) ＩＴＳ (Intelligent Transport System)：高度道路交通システム 
(注３) フルフィルメントサービス：商品の受注処理から配送までのバックオフィス業務 
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〔金融サービス事業〕 

 前期に匿名組合等を通じた不動産証券化事業における大型投資案件の精算があったこと

及び当期において米国のサブプライムローン問題に端を発する日本国内の信用収縮の影響

により、予定していた投資案件の収益取込が翌期になったこと等により、売上高は203.9

億円（前連結会計年度比 18.7％の減収)、営業利益は130.8億円（同 17.4％の減益）とな

りました。 

 

〔証券事業〕 

 米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な信用収縮による株式市況の低迷に

より、売上高は、募集・売出し取扱手数料及びその他の受入手数料、株式委託手数料の減

少に加え、株式及び債券にかかるトレーディング収益の減少により、221.8億円（前連結

会計年度比 10.2％の減収）となりました。営業利益は、減収による影響に加え、販売費

及び一般管理費の増加、また地域金融機関向けに証券総合サービスを提供するＣＳＫ-Ｒ

Ｂ証券株式会社の立ち上げ費用により、40.5億円（同 58.1億円減少）の営業損失となり

ました。 

 

〔プリペイドカード事業〕 

 書店・サービス業等の新たな業種への導入や販路の開拓を進める一方で、株主優待や販

売促進用ギフトの販売量は増加しております。しかしながら、大手コンビニエンスストア

で類似のプリペイド型電子マネーカードが発行されたこと及び前期に機器の入替などで一

時的に増加していた機器販売が当期減少したことにより、売上高は24.4億円（前連結会計

年度比 35.2％の減収）となりました。営業利益については、収益性の高いギフト利用が

堅調に推移したこと並びに販売費及び一般管理費の圧縮等により、営業損失は1.0億円 

(前連結会計年度 営業損失2.5億円）となりました。なお、経常利益は13.0億円（前連結

会計年度比 31.3％の増益）となっております。 

 

 上記の各セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。 
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＜財 政 状 態＞ 
 連結貸借対照表の資産、負債及び純資産の概要は、次のとおりであります。 
 

〔資産〕 
 流動資産は、金融サービス運用資産が875.8億円増加する一方で、証券事業にかかる流
動資産が673.5億円、現金及び預金が443.9億円減少したことにより、流動資産は前連結会
計年度末に比べ 256.4億円減少し、4,363.8億円となりました。 
 固定資産は、三田データセンターやＣＳＫ多摩センターの設備取得等により、有形固定
資産の建物・構築物及び土地が増加したこと並びに情報サービスにおける事業用資産とし
て無形固定資産のその他に計上しておりましたソフトウェアについて、当連結会計年度末
にて投資回収の判断を行った結果、保守的な会計処理をとり減損処理を実施したこと、ま
た投資有価証券の減少により固定資産は前連結会計年度末に比べ 15.9億円減少し、
1,136.7億円となりました。 
 

〔負債〕 
 流動負債は、証券事業にかかる負債が549.6億円減少及び一年内償還予定社債200億円の
償還により減少する一方で、短期借入金の増加414.5億円に加えて、金融サービス負債
292.3億円が増加した結果、2,840.3億円となりました。 
 固定負債は、主に新株予約権付社債の減少及び長期借入金から短期借入金への振替によ
り、前連結会計年度末に比べ 81.5億円減少し、789.4億円となりました。 
 

〔純資産〕 
 純資産は、当期純利益の増加や新株予約権（ストックオプション）行使による資本金及
び資本剰余金の増加がある一方で、剰余金の配当及びその他有価証券評価差額金や為替換
算調整勘定、少数株主持分の減少に加え自己株式の取得により、前連結会計年度末に比べ 
232.7億円減少し、1,854.9億円となりました。 
(純資産の増減の詳細については、連結株主資本等変動計算書をご参照ください｡) 

 
＜当連結会計年度に実施した経営施策＞ 
 ５ページに記載しました３つの経営施策の具体的実施内容は、次のとおりであります。 
① サービスプロバイダー企業グループを目指して 

１）情報サービス事業における取組み 
ⅰ）迅速かつ適切な意思決定、専門性を追求し、協業がより円滑に進むグループ体制

の構築を目指して、以下の情報サービス事業セグメントにおけるテクノロジーサ
ービス系グループ会社の再編を実施し、平成19年７月より新体制がスタートいた
しました。また、再編対象となる会社の本社スタッフ機能を株式会社ＣＳＫアド
ミニストレーションサービスに集約し、内部統制体制の一元化、強化及び業務の
効率化を図るものであります。 
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ⅱ）情報サービス事業セグメントにおけるビジネスサービス系グループ会社について

も、｢テクニカルサポート系事業」の集約・統合を行い、生産性と品質で競争力
を強化し、さらなる成長・発展を目指す新体制が、平成20年１月よりスタートい
たしました。また、同様に再編対象となる会社の本社スタッフ機能を株式会社Ｃ
ＳＫアドミニストレーションサービスに集約しております。 
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   前述のテクノロジーサービス及びビジネスサービスの双方の事業再編を通じ、

情報サービス事業においては、今後、次のような機能別体制で事業を推進してま

いります。 

 

 

 

ⅲ）当社グループの重点プロジェクトとして取り組んでいる「新証券システム“ＥＳ

ＴＲＥＸ”」の開発については、フロントオフィスシステム及びシステム基盤 

(インフラ・運用）の開発、顧客への導入も予定通りに進んでおりますが、下期

以降、株式市況の急速な下落や株券電子化への対応等によりシステム投資の先送

りが見られたこと及び今後も引き続き証券事業にかかる大きな環境変化が見込ま

れることから、当連結会計年度において中長期の収益計画を見直し、保守的な事

業資産評価の観点から減損処理を実施しております。 
 
ⅳ）情報サービス事業分野における協業・新サービス展開として、次の活動を実施し

てまいりました。 

 ・ＩＴアウトソーシングサービス分野における顧客基盤の拡大と充実を図るために、

平成19年７月、中堅・中小規模の企業に対するインターネットデータセンター事

業で強みを持つ株式会社ビットアイルと資本及び業務提携を行いました。 
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 ・ｅコマース事業に関する一連のシステムとサービスを提供すべく、日本 大級の
モバイルコマース及びファッションコマースサイトを有する株式会社ゼイヴェル
と提携し、合弁事業を開始いたしました（合弁会社：株式会社ＣＳＫプレッシェ
ンド 平成19年４月から事業開始)。 

 ・ＦＩＴ2007（金融国際情報技術展）に出展し、各種金融・証券分野向けサービス
を展示いたしました。 

 
２）金融サービス、証券、プリペイドカード事業における取組み 
ⅰ）金融サービス事業においては、安定的な収益貢献を目指し、適切な運営・監督体

制のもと積極的な投資活動を推進いたしました。 
   また、金融サービス事業の業容拡充を目的に、平成19年11月からプラザキャピ

タルマネジメント株式会社が商品投資顧問業を開始いたしました。 
 
ⅱ）ＣＳＫ－ＲＢ証券株式会社は、平成19年６月に証券業登録を完了し、事業活動を

開始しております。同社は、地域金融機関の証券子会社設立コンサルティングか
ら設立サポート、証券システムの提供や事務支援、投資情報の提供、さらには商
品企画・供給、営業・教育支援などを総合的なサービスとして提供してまいりま
す。 

 
ⅲ）証券事業における連結子会社コスモ証券株式会社において、積極的に進めている

お客様向け情報発信と並行して、個人のお客様の多様な金融資産運用ニーズに応
えるべく、投資信託・外国為替証拠金取引・外国株式等の商品の拡充を図り、併
せて講演やセミナーを積極的に開催する等のさまざまな営業施策を実施いたしま
した。 

   また、事業運営体制の一層の強化に向け、新経営体制への移行を予定しており
ます（平成20年６月下旬)。 

 
ⅳ）プリペイドカード事業における新展開として、大型の書籍販売チェーン店やサー

ビス業へのプリペイドカードシステムの新規導入により、カード利用範囲の拡大
と利用者の利便性向上を図ってまいりました。 

 
３）ホールディングスとしての取組み 
 平成19年10月に横浜市より、｢みなとみらい21」地区における当社グループの本社
ビル建設について、事業予定者としての選定を受けました。これは、都内に分散する
当社グループ会社各社のオフィスを集約し効率的事業運営を目指すとともに、当社グ
ループの社会貢献活動及び研究開発拠点の構築を目的とするものであります。 
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② 経営の透明性確保及び株主還元 
１）経営の透明性確保について 
 平成17年10月からの持株会社体制への移行により、経営の透明性の基盤となるグル
ープ全体としての枠組みは完成しましたが、更なる経営の透明性の向上を目指して、
会社法及び金融商品取引法の求める内部統制システムを構築・整備するために、専門
組織を設置しグループ全体の取組みとして展開しております。 

 
２）株主還元について  
 当社は、平成17年４月に株主資本配当率(注)（ＤＯＥ）をベースとした連結財務ポジ
ション連動型の株主還元方針を策定・公表し、この株主還元方針に基づき、配当を実
施しております。 
        ＜１株当たり配当金（年間）の推移＞ 
          平成20年３月期   40円（予定） 
          平成19年３月期   40円 
          平成18年３月期   40円 
          平成17年３月期   17円 
          平成16年３月期   15円 
 なお、当期においては、資本効率の向上及び経営環境の変化に応じた機動的な資本
政策の実行を可能とするために、以下の自己株式の取得を実施しております。 
          平成20年２月15日～３月４日 ３百万株（76.8億円） 
          平成19年５月17日～５月29日 １百万株（44.0億円） 

 

 
③ サステナビリティ（社会の持続的発展）の実現 

 ＣＳＫグループとしてサステナビリティに貢献し、新たな情報発信基地としての機能
と新しい企業文化・価値を創造する空間として、東京都多摩地区に研究・社会貢献活動
の拠点“ＣＳＫ多摩センター”を平成19年６月にオープンいたしました。 
 当社グループのサステナビリティをテーマとして研究開発を行うシンクタンク“株式
会社ＣＳＫ－ＩＳ”は、同センターの竣工記念として、ＣＳＫ－ＩＳ国際シンポジウム
を開催いたしました。このシンポジウムでは、これからの地球、人類の持続的発展に必
要となる要件について、国内・海外の多数の有識者等による講演、パネルディスカッシ
ョンを行い、サステナビリティに関する積極的な議論・検討・提案がなされました。 

 
(注) 株主資本配当率 (ＤＯＥ：Dividends On Equity) 
               ＝ 配当金総額÷(前期末・当期末平均の株主資本)×100 
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 また、国際社会におけるサステナビリティにも貢献するために、ＣＳＫグループとし

て国連グローバル・コンパクト(注)へ参加することといたしました。 

 

(2) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題 

① 中長期的な経営戦略 

 当社グループでは、次の３つを中長期的な経営戦略と考えており、今後十分な検討と

積極的な取組みを実施していく所存であります。 

   １）社会に必要とされる新たなサービスの創造に向けて 

   ２）経営の透明性確保 

   ３）サステナビリティ（社会の持続的発展）への取組み 

 具体的な内容については、次のとおりであります。 

 

１）社会に必要とされる新たなサービスの創造に向けて 

当社グループでは、平成17年以降今後の社会的基盤となるであろう「金融、ヘルス

ケア、コミュニケーション」の３領域を中心に、サービスプロバイダーに向けた投資

及び事業展開を積極的に行ってまいりました。この取組みを通じ、情報サービス事業

及び金融サービス事業は安定的な事業の柱（収益基盤）に成長してまいりました。 

当社グループのさらなる成長のために、この２つの事業の柱に加え、証券系ビジネ

スに本格的に取り組んでまいります。当社グループは、コスモ証券株式会社による証

券事業そのものの他にも、証券会社の設立・運営コンサルティング、証券システムの

開発・運用・ＡＳＰサービス、証券事務ＢＰＯ、金融情報配信サービス、投資信託委

託業、投資顧問業、商品の企画・開発、ベンチャーキャピタル、バイアウトファンド、

証券仲介業等さまざまなサービス提供に取り組んでおり、証券系ビジネスをトータル

で推進する体制が整ってまいりました。 

今後は、これらのサービス及び証券事業を融合させ、｢証券系ビジネス」をグルー

プの新たな事業の柱として確立してまいります。そして、中長期的にサービスプロバ

イダーとして「社会に必要とされる新たなサービスの創造」を目指して邁進する所存

であります。 
 

(注) 国連グローバル・コンパクト：国際連合が提唱する人権・労働・環境・腐敗防止の４
分野における企業の社会的責任に関する10原則 
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＜中長期的取組みのイメージ＞ 

 

 
２）経営の透明性確保について 

当社グループは、企業や産業、そして社会全体の健全かつ持続的な成長を支えるサ
ービスを創出し、提供し続けることにより社会全体に貢献していく企業グループを目
指しております。 

そのためには、今まで以上に高い倫理観に基づくビジネスモデルが必要となり、現
在進めているサービスプロバイダーへの転換の中で、透明性の確保及びその維持・向
上を継続的に推進してまいります。 

 
３）サステナビリティ（社会の持続的発展）への取組み 

自然環境、人口、国際紛争等、地球規模の問題解決のためには、サステナビリティ
の観点からの取組みが不可欠であり、当社グループとしても社会が必要とする「基盤、
仕組み、製品、サービス」等を提供することで、積極的に貢献していく所存でありま
す。 

このため、当社グループのシンクタンクとして設立した株式会社ＣＳＫ－ＩＳにお
いて、｢サステナビリティの時代に求められるものは何か」をテーマとした研究活動
に取り組んでおります。 

当社グループの行う「事業活動、研究・実践活動、社会貢献活動、環境活動」のそ
れぞれがサステナビリティにつながり、｢地球とともに、社員とともに、障がい者と
ともに、自然とともに、こどもとともに」歩み、進化する企業グループを目指してま
いります。 
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＜当社グループのサステナビリティへの取組みの概念図＞ 

当社グループは、サステナビリティの実現に向け、以下のガバナンス・マネジメント体

制を構築し、グループ事業活動をはじめとするさまざまなＣＳＲ活動を展開しております。 
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② 対処すべき課題 

 日米欧の３地域における景気動向は、減速・停滞懸念が強まっており、足元の収益性

の確保に向けた経営施策が求められております。 

 このような環境のもと、当社グループは次の３つを重要な経営課題と位置付け、将来

の成長を通じた企業価値の 大化に注力していく所存であります。 

 

１）サービスプロバイダーに向けた取組み 

情報サービス事業においては、グループ再編により確立された経営基盤を背景に、

ＩＴの特色を活用し、アセット（プラットフォーム）の構築・再利用や総合的なサー

ビス展開により、業界・業務標準となる新しいビジネスの確立を目指します。 

新たな事業の柱として今後取り組んでいく証券系ビジネスにおいては、コスモ証券

株式会社については、リテール業務にフォーカスするという方針のもと、同社内の人

材をリテール部門に重点配分し、併せてＣＳＫグループとの人的・経営資源の連携を

強化していきます。また、新証券システム（ＥＳＴＲＥＸ）については、導入実績を

確実に積み上げ、地銀系・中堅証券会社への営業を積極展開してまいります。加えて、

投資顧問業・商品投資顧問業、ベンチャーキャピタル事業において、資産残高の拡大

を図り安定収益基盤の拡大に努め、事業承継案件を投資対象としたバイアウトファン

ドを新たに組成し、展開していく予定であります。 

金融サービス事業においては、優良大型案件中心の投資方針を継続し、一層慎重な

案件選択を行うことで、適切に投資回収を進めていく方針であります。 

 

２）経営の透明性確保について 

当社グループは、企業や産業、そして社会全体の健全かつ持続的な成長を支えるサ

ービスを提供し続けることにより、社会全体に貢献していく企業グループを目指して

おります。これらを実現する基本的な条件として、適切な内部統制及びコンプライア

ンスは不可欠と考え、会社法及び金融商品取引法の求める内部統制システムの構築・

整備を着実に進めると同時に、グループ全体の取組みへと展開し、透明性の確保及び

その維持・向上を継続的に推進してまいります。 
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３）サステナビリティへの取組み 

サステナビリティの実現に向けた具体的な活動として、次のような取組みを積極的

に推進してまいります。 

ⅰ）企業自らが自給を目指す“企産企消”の農業事業モデルの確立 

ⅱ）産学共同研究として､「オーダーメイド医療」や「脳とＩＴ」･「食とＩＴ」等の

研究活動 

ⅲ）ユビキタス特区でのマルチメディア放送実験 
 
(3) 設備投資の状況 

当連結会計年度の設備投資額は22,515百万円であり、事業の種類別セグメントで示すと、

情報サービス事業12,913百万円、金融サービス事業152百万円、証券事業3,531百万円、プ

リペイドカード事業36百万円、全社5,881百万円となっております。 

 

連結会社別の主な内訳は以下のとおりであります。 
 

会 社 名 
事業の種類別 

セグメントの名称
設備投資の内容 

投資額 
(百万円)

㈱ＣＳＫ証券サービス 情報サービス事業 ＡＳＰ事業関連設備等 6,171

㈱ＣＳＫホールディングス 情報サービス事業 ＣＳＫ三田データセンターの取得等 3,483

㈱ＣＳＫシステムズ 情報サービス事業 
次世代ＥＤＩインフラ構築、コンタクト
センター統合案件、アウトソーシング案
件向け先行投資等 

1,102

㈱ＣＳＫ-ＩＴマネジメント 情報サービス事業 
インフラ構築にかかる資産の取得、重要
拠点における建物付属設備の取得等 

575

コスモ証券㈱ 証券事業 
本店・東京支店移転に伴う建物付属設備
及び器具備品の取得、基幹業務システム
Ｗｅｂ化構築等 

3,527

㈱ＣＳＫホールディングス 全社 
ＣＳＫ多摩センター建設、ＣＳＫ四谷ビ
ルの取得及びグループの情報基盤構築等 

5,830
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(4) 資金調達の状況 

 金融サービス事業投資及び営業取引支援等のため、36,500百万円を借入れ、コマーシャ

ルペーパー14,000百万円を発行しております。 

 

(5) 事業の分割等の状況 

 ① 株式交換 

 当社は、平成19年３月８日開催の取締役会決議に基づき、平成19年５月１日を株式交換

の効力発生日とする簡易株式交換の契約を連結子会社である株式会社ＩＳＡＯとの間で締

結し、当社が保有する自己の普通株式を割当交付いたしました（株式交換比率は、当社：

株式会社ＩＳＡＯ＝1：52.1)。 

 また、平成19年９月11日開催の取締役会決議に基づき、平成19年11月１日を株式交換の

効力発生日とする簡易株式交換の契約を連結子会社であるスーパーソフトウェア株式会社

との間で締結し、当社が保有する自己の普通株式を割当交付いたしました（株式交換比率

は、当社：スーパーソフトウェア株式会社＝1：0.7)。 

 

 ② グループ組織再編 

 平成19年７月１日付で、いずれも当社の完全子会社である株式会社ＣＳＫシステムズ、

株式会社ＣＳＫネットワークシステムズ（同日付で株式会社ＣＳＫ-ＩＴマネジメントへ

社名変更)、ＣＳＫフィールドサービス株式会社（同日付で株式会社ＣＳＫ-ＩＴマネジメ

ントと吸収合併し消滅）の３社を会社分割・合併等により組織再編を実施いたしました。 

 また、平成20年１月１日付で、当社の完全子会社・孫会社である株式会社サービスウェ

ア・コーポレーション、株式会社サービスウェア九州（同日付で株式会社北九州ＣＳＫへ

社名変更)、株式会社ＣＳＫコミュニケーションズの３社を会社分割・株式譲渡により組

織再編を実施いたしました。 
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(6) 財産及び損益の状況の推移 
 ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移 
 

期 別 
項 目 

第 37 期 
平成17年３月期

第 38 期 
平成18年３月期

第 39 期 
平成19年３月期 

第40期(当期) 
平成20年３月期

売 上 高(百万円) 319,993 241,154 245,981 239,695 

経 常 利 益(百万円) 27,626 26,981 30,810 20,634 

当 期 純 利 益(百万円) 33,343 30,874 8,679 1,272 

１株当たり当期純利益 (円) 437.31 410.52 117.35 17.34 

総 資 産(百万円) 455,637 543,134 577,294 550,054 

純 資 産(百万円) 156,485 179,824 208,775 185,495 
 
(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式数により算出しております。 

2. １株当たり当期純利益は、銭単位未満を四捨五入して表示しております。 
3. 第39期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会
計基準適用指針第８号）を適用しております。 

 
第37期（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

売上高は、システム開発、運営管理、従量制システム提供サービス等のＩＴＯ分野、コンタ
クトセンターや検証サービス等のＢＰＯ分野が好調に推移し、また、コスモ証券㈱の新規連結
等があったものの、連結子会社であった㈱ベルシステム24及びネクストコム㈱(現 三井情報
㈱)が期中において連結対象から外れた影響により、減収となっております。 
経常利益は、売上高の減収により減益となりましたが、有利子負債の返済及びＣＳＫグルー

プ・キャッシュマネジメントシステムの活用等による支払利息の削減、社債発行費が減少した
こと等により営業外費用は前連結会計年度比で減少しております。 
当期純利益は、㈱ベルシステム24及びボーダフォン㈱(現 ソフトバンクモバイル㈱)の株式

譲渡等による投資有価証券売却益により、経常利益段階までの減益、コスモ証券㈱の株式取得
にかかる連結調整勘定（のれん）の一括償却及び固定資産評価損等の特別損失を補い、大幅増
益となりました。 

 
第38期（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

売上高は、前連結会計年度中に連結対象から外れた㈱ベルシステム24及びネクストコム㈱の
影響、プリペイドカード事業における当連結会計年度からの会計方針の変更、戦略事業へのシ
フトと連動して推進した既存事業の取組方針変更に伴い機器販売が減少したこと等により、減
収となっております。 
経常利益は、既存の情報サービス事業が増益基調にあり、また、金融サービス事業及び証券
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事業が好調に推移した反面、連結除外２社・プリペイドカード事業の会計方針変更並びに前連
結会計年度に多額の投資有価証券売却益及び投資事業組合収益があったことから、前連結会計
年度比で減益となりました。 
当期純利益は、経常利益段階までの要因に加え、前連結会計年度に㈱ベルシステム24の株式

売却があったこと等から、減益となりました。 
 
第39期（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

売上高は、情報サービス事業におけるＡＳＰ、コンタクトセンター関連のＢＰＯ、システム
稼動テスト等の検証サービス、金融・保険、輸送用機器、機械、運輸・旅行業界にかかるシス
テム開発等が順調に推移したことに加え、金融サービス事業、プリペイドカード事業が拡大し
たことにより、増収となっております。 
経常利益は、前述の増収要因に加え、情報サービス事業においては、収益性重視の受注獲得

や生産性向上及び研究開発費用の減少により、同事業は大幅な増益となりました。また、金融
サービス事業も好調に推移し、経常利益全体でも増益となりました。 
当期純利益は、前連結会計年度に特別利益として投資有価証券売却益等があったこと、当連

結会計年度に国税更正処分にかかる法人税等を計上したことにより、減益となりました。 
 
第40期（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

前記の「1.企業集団の現況に関する事項 (1)事業の経過及びその成果」をご参照ください。 
 
 ② 当社の財産及び損益の状況の推移 
 

期 別 
項 目 

第 37 期 
平成17年３月期

第 38 期 
平成18年３月期

第 39 期 
平成19年３月期 

第40期(当期) 
平成20年３月期

売上高及び営業収入(百万円) 138,365 59,807 15,583 12,986 

経 常 利 益(百万円) 11,532 6,206 10,785 4,423 

当 期 純 利 益
又は純損失（△)

(百万円) 33,469 22,563 7,625 △7,423 

１株当たり当期純利益 
又 は 純 損 失（△)

(円) 440.33 302.75 103.10 △101.18 

総 資 産(百万円) 269,780 288,996 331,321 352,469 

純 資 産(百万円) 149,455 163,862 170,018 144,524 
 
(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式数により算出しております。 

2. １株当たり当期純利益は、銭単位未満を四捨五入して表示しております。 
3. 第39期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会
計基準適用指針第８号）を適用しております。 
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第37期（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 
関係会社株式売却益 36,079百万円を計上したため、当期純利益が 33,469百万円となりまし

た。 
 
第38期（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

関係会社株式売却益 19,288百万円を計上したため、当期純利益が 22,563百万円となりまし
た。 
なお、平成17年10月１日、分社型分割方式によって㈱ＣＳＫシステムズへ事業を承継したこ

とに伴い、以下の資産及び負債が減少しております。 
 

(単位：百万円) 

資   産 金   額 負   債 金   額 

流 動 資 産 38,336 流 動 負 債 16,063 

固 定 資 産 7,331 固 定 負 債 27 

合  計 45,668 合  計 16,090 
 
第39期（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

当社は、平成17年10月１日よりグループの持株会社として新たなスタートをしております。
このため、当事業年度の経営成績は、前事業年度と比較して大きく変動しております。 

 
第40期（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

関係会社株式評価損 8,809百万円、貸倒引当金繰入額 5,029百万円を計上したため、当期純
損失は 7,423百万円となりました。 

 
(7) 主要な事業内容（平成20年３月31日現在） 

 当社の企業集団の主要な事業内容は、次のとおりであります。 
 
情 報 サ ー ビ ス 事 業 システム開発、システム運営管理、コンピュータ機器の保守、データ

エントリー、コンピュータ関連のコンサルティング及び教育等のサー

ビス事業、業務運用、コンピュータ及びコンピュータ関連の周辺機

器・消耗品等の販売事業、コンピュータビル等の工事請負事業、コン

ピュータビルの賃貸事業等 

金 融 サ ー ビ ス 事 業 投資事業組合・匿名組合・不動産・株式等への投資事業、ベンチャー

キャピタル事業、投資信託委託業等 

証 券 事 業 証券業、証券業付随業務等 

プリペイドカード事業 プリペイドカードの発行・精算事業、カードシステムの開発・販売事

業等 
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＜当社の企業集団における会社別事業区分イメージ＞ 
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(8) 主要な事業所及び使用人の状況（平成20年３月31日現在） 

 ① 企業集団の主要な事業所 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

会    社    名 本社所在地 

㈱ＣＳＫシステムズ 東京都港区 

㈱ＣＳＫ-ＩＴマネジメント 東京都港区 

㈱ＣＳＫシステムズ西日本 大阪市中央区 

㈱ＣＳＫ証券サービス 東京都中央区 

㈱サービスウェア・コーポレーション 東京都港区 

㈱ベリサーブ 東京都新宿区 

㈱ジェー・アイ・イー・シー 東京都新宿区 

情 報 サ ー ビ ス 事 業 

㈱ＣＳＫコミュニケーションズ 沖縄県那覇市 

ＣＳＫファイナンス㈱ 東京都港区 
金 融 サ ー ビ ス 事 業 

プラザアセットマネジメント㈱ 東京都港区 

コスモ証券㈱ 大阪市中央区 
証 券 事 業 

ＣＳＫ－ＲＢ証券㈱ 東京都中央区 

プリペイドカード事業 ㈱クオカード 東京都中央区 

全  社（共 通) ㈱ＣＳＫホールディングス 東京都港区 

 

 ② 企業集団の使用人の状況 
 

事 業 の 種 類 別 セ グ メ ン ト の 名 称 使 用 人 数(名) 

情 報 サ ー ビ ス 事 業 9,268 

金 融 サ ー ビ ス 事 業 66 

証 券 事 業 1,032 

プ リ ペ イ ド カ ー ド 事 業 83 

全     社  ( 共   通 ) 184 

合         計 10,633 
 
(注) 上記の使用人数には臨時従業員は含まれておりません。 
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 ③ 当社の使用人の状況 
 

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

152名 13名増 38才４ヶ月 11年２ヶ月 
 
(注) 1. 使用人数には子会社等への出向者は含まれておりません。 
      子会社等への出向者数   当期末102名  前期末59名 

2. 使用人数には受入出向者24名（前期末７名）及び嘱託社員10名（前期末５名）が含ま
れております。 

 

(9) 重要な子会社の状況（平成20年３月31日現在） 
 

会   社   名 資 本 金
(百万円)

議決権比率
(％) 

主 要 な 事 業 内 容 

(重要な子会社)  

コ ス モ 証 券 ㈱ 32,366 50.0 証券業、証券業付随業務等 

㈱ Ｃ Ｓ Ｋ シ ス テ ム ズ 
 
 

10,000 
 
 

100.0
 

コンサルティング、システム・インテグ
レーション、システム運用、ＡＳＰ、Ｂ
ＰＯ等 

㈱ Ｃ Ｓ Ｋ － Ｉ Ｓ 
 
 

5,000 
 
 

100.0
 

政治・経済・文化に関する総合的な研究
調査業務、株式・匿名組合等への投資業
務 

㈱ Ｃ Ｓ Ｋ 証 券 サ ー ビ ス 
 
 

4,400 
 
 

100.0
 

証券システムＡＳＰサービス、金融マー
ケット情報配信サービス及び証券業務ア
ウトソーシング 

㈱ ＣＳＫ－ＩＴマネジメント 
 
 

3,000 
 
 

100.0
 

コンサルティング、システム・インテグ
レーション、システム運用、ハードウェ
ア保守、ＢＰＯ、ＩＴＯ等 

Ｃ Ｓ Ｋ － Ｒ Ｂ 証 券 ㈱ 3,000 100.0 証券業、証券業付随業務等 

㈱サービスウェア･コーポレーション 
 

2,063 
 

100.0
 

プロセスサービス、業務プロセス分析・
調査サービス等 

プラザアセットマネジメント㈱ 
 
 

1,630 
 
 

100.0
 

投資信託委託業者の業務、有価証券等に
関する投資顧問業及び投資一任契約にか
かる業務 

㈱ ＣＳＫシステムズ西日本 
 
 

1,500 
 
 

100.0 コンサルティング、システム・インテグ
レーション、システム保守・運用、ＢＰ
Ｏ 
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会   社   名 資 本 金
(百万円)

議決権比率
(％) 

主 要 な 事 業 内 容 

(重要な子会社)  

Ｃ Ｓ Ｋ フ ァ イ ナ ン ス ㈱ 
 

1,000 
 

100.0 投資事業組合・匿名組合・不動産等への
投資事業等 

㈱ ベ リ サ ー ブ 
 

779 
 

56.9
 

製品検証サービス、セキュリティ検証サ
ービス等 

㈱ ジェー･アイ･イー･シー 
 

674 
 

69.5 基盤技術をコアコンピタンスとした情報
システムの設計・構築等 

㈱ＣＳＫコミュニケーションズ 
 
 
 

570 
 
 
 

100.0 テクニカルサポートサービス、ＣＲＭソ
リューションサービス（システム開
発)、教育サービス、コンサルティング
サービス等 

㈱ Ｃ Ｓ Ｋ シ ス テ ム ズ 中 部 
 
 

400 
 
 

100.0 コンサルティング、システム・インテグ
レーション、システム保守・運用、ＢＰ
Ｏ 

㈱ Ｃ Ｓ Ｋ マ ー ケ テ ィ ン グ 
 

400 
 

100.0
 

コンタクトセンターサービス、リレーシ
ョンシップ・マーケティングサービス 

プラザキャピタルマネジメント㈱ (注１) 
 

400 
 

100.0
 

商品投資顧問業、金融商品取引業（投資
助言・代理業） 

㈱ ク オ カ ー ド 
 

310 
 

100.0 プリペイドカードの発行・精算業務、カ
ードシステムの開発・販売等 

㈱ Ｉ Ｓ Ａ Ｏ 
 
 
 

279 
 
 
 

100.0 ネットワークソリューション、アプリケ
ーションサービス、モバイルサービス企
画・運営、ネットワークゲーム運営、個
人向けインターネット接続サービス等 

㈱ Ｃ Ｓ Ｋ プ レ ッ シ ェ ン ド 
 

275 
 

65.0 ｅコマースシステム・フルフィルメント
サービス 

㈱ ＣＳＩソリューションズ 
 
 
 
 

210 
 
 
 
 

95.2

 

ＥＲＰソリューション、ＣＲＭソリュー
ション、コールセンターシステム構築及
びヘルプデスクサービス、システムイン
テグレーション、ハードウェア販売・保
守等 

㈱ 福 岡 Ｃ Ｓ Ｋ 
 
 
 

200 
 
 
 

100.0

 

製品組込みシステム設計・開発、ビジネ
スシステム設計・開発、ＥＲＰコンサル
ティング・設計・開発、運用管理・保守､
ネットワーク設計、機器販売等 
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会   社   名 資 本 金

(百万円)
議決権比率

(％) 
主 要 な 事 業 内 容 

(重要な子会社)  

㈱ ラ イ ト ワ ー ク ス 
 

145 
 

82.8
 

ｅラーニングのプランニング、コンテン
ツ開発、実施、効果測定等 

㈱ ＣＳＫ Ｗｉｎテクノロジ 
 
 
 

100 
 
 
 

100.0 Windowsプラットフォームにおけるコン
サルティング、ネットワークシステムの
診断・設計・構築・運用、ソフトウェア
製品の開発・販売、教育等 

ス ー パ ー ソ フ ト ウ ェ ア ㈱ 
 

100 
 

100.0
 

住宅産業向けのパッケージ事業、ソリュ
ーション事業、保守事業等 

㈱ 北 海 道 Ｃ Ｓ Ｋ 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100.0

 

コンピュータソフトウェアの開発・販売
及び賃貸、コンピュータによる情報処理
サービス業及び情報提供サービス業、情
報処理関連コンピュータ・ハードウェア
の販売及び賃貸 

ビジネスエクステンション ㈱ 
 
 

100 
 
 

100.0 コンピュータによる情報の処理・加工業
務、コンピュータ利用技術に関する開
発、コンサルタント業務 

ＣＳＫベンチャーキャピタル ㈱ 
 
 

100 
 
 

100.0
 

国内外のベンチャー企業への投資・育
成・公開支援、投資事業組合の設立・運
営管理等 

㈱ ＣＳＫシステムマネジメント 
 

100 
 

100.0
 

情報システムのオペレーション管理等の
システム運用サービス 

㈱ＣＳＫアドミニストレーションサービス 
 

100 
 

100.0
 

各種事務代行サービス及び各種運営管理
サービス 

Ｃ Ｓ Ｋ プ リ ン シ パ ル ズ ㈱ 
 

100 
 

100.0
 

株式等への投資業務、事業再生ファンド
関連業務 

 
(注) 1. プラザキャピタルマネジメント㈱は、金融サービス事業の業容拡充を目的として、平

成19年10月に株式取得いたしました。 
2. 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社を含め、93社であります。 
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(10) 主要な借入先及び借入額（平成20年３月31日現在）  

借 入 先 借 入 額(百万円) 

住 友 信 託 銀 行 ㈱ 15,000 

㈱ 三 井 住 友 銀 行 7,800 

㈱ 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 7,800 

㈱ み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 4,900 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 ㈱ 1,000 

合         計 36,500 

 

(11) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め 

   該当事項はありません。 
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2. 株式に関する事項（平成20年３月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 298,000,000株

 

(2) 発行済株式の総数 78,670,524株

   当期中の発行済株式の増加は以下のとおりであります。 

   ストックオプションの権利行使による増加 233,400株

 

(3) 株 主 数 33,147名（前期末比526名減)

 

(4) その他株式に関する重要な事項 

 ① 取得した自己株式 

   普通株式 4,002,181株

   取得価額の総額 12,099,724千円

上記のうち、平成19年６月27日の定時株主総会後、定款授権に基づく取締役会決議に

より買受けた自己株式 

   普通株式 ―株

   取得価額の総額 ―円

 ② 処分した自己株式 

   普通株式 28,645株

   処分価額の総額 134,422千円

 ③ 決算期末における保有自己株式 

   普通株式 8,121,892株
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(5) 大株主の状況 
 

当該株主の当社への出資状況 
株    主    名 

持株数(千株) 出資比率(％) 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6,565  9.30 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 5,036  7.13 

ド イ ツ 証 券 株 式 会 社 3,833  5.43 

株 式 会 社 オ ー ・ イ ー 3,553  5.03 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ(ジャパ
ン)リミテッド(ビー・エヌ・ピー・パリバ証券会社)

2,921  4.14 

ソ シ エ テ  ジ ェ ネ ラ ル 証 券 会 社 東 京 支 店 2,378  3.37 

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 2,122  3.00 

大 川 科 学 技 術 財 団 設 立 準 備 委 員 会 1,710  2.42 

Ｃ Ｓ Ｋ グ ル ー プ 社 員 持 株 会 1,656  2.34 

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 1,602 2.20 

 
(注) 出資比率は、自己株式（8,121,892株）を控除して計算しております。 
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3. 新株予約権等に関する事項（平成20年３月31日現在） 

(1) 事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内

容の概要 
 
区  分 新株予約権等の名称 行使期間 行使価格 発行価格 個  数 株  数

保有者
人 数

平成16年６月25日
定時株主総会決議
による新株予約権 

平成17年７月１日
～ 

平成20年６月30日

１株当たり
4,820円

無償 740個 74,000株 5名

取 締 役 
平成17年６月28日
定時株主総会決議
による新株予約権 

平成18年７月１日
～ 

平成21年６月30日

１株当たり
4,990円

無償 1,500個 150,000株 5名

社外取締役 
平成17年６月28日
定時株主総会決議
による新株予約権 

平成18年７月１日
～ 

平成21年６月30日

１株当たり
4,990円

無償 100個 10,000株 2名

平成16年６月25日
定時株主総会決議
による新株予約権 

平成17年７月１日
～ 

平成20年６月30日

１株当たり
4,820円

無償 50個 5,000株 1名

監 査 役 
平成17年６月28日
定時株主総会決議
による新株予約権 

平成18年７月１日
～ 

平成21年６月30日

１株当たり
4,990円

無償 80個 8,000株 1名

 

(2) 当事業年度中に当社使用人、子会社役員及び使用人に対して職務執行の対価として交付

された新株予約権の内容の概要 

   該当事項はありません。 

 

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項 

   該当事項はありません。 
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4. 会社役員に関する事項 
(1) 取締役及び監査役（平成20年３月31日現在） 
 

地    位 氏     名 他の法人等の代表状況等 

取 締 役 会 議 長 
 

青 園 雅 紘
 

㈱ＣＳＫ－ＩＳ代表取締役会長 
ＣＳＫプリンシパルズ㈱代表取締役社長 

代表取締役社長 福 山 義 人  
代 表 取 締 役 有 賀 貞 一  
代 表 取 締 役 

 
 
 

鈴 木 孝 博
 
 
 

㈱ＣＳＫアドミニストレーションサービス代表取締
役社長 
㈱ＣＳＫ ＣＨＩＮＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ代表
取締役社長 

取 締 役 
 
 

広 瀬 省 三
 
 

㈱ＣＳＫシステムズ代表取締役社長 
㈱ＣＳＫプレッシェンド代表取締役社長 
希世軟件系統(上海)有限公司董事長 

取 締 役 
 

奥 島 孝 康
 

早稲田大学学事顧問、早稲田大学大学院法務研究科
教授、早稲田大学アジア研究機構長 

取 締 役 
 
 

エリック･ブリニョルフソン
 
 

マサチューセッツ工科大学スローンスクール教授 
ＭＩＴセンター・フォー・デジタルビジネス 高責
任者 

常 勤 監 査 役 東  敬 司  
常 勤 監 査 役 石 原 正 之  
監 査 役 峯 岸 芳 幸 峯岸公認会計士事務所代表者 
監 査 役 田 中 克 郎 ＴＭＩ総合法律事務所代表パートナー 

 
(注) 1. 取締役 奥島孝康、エリック・ブリニョルフソンの各氏は、会社法第２条第15号に定

める社外取締役であります。 
2. 監査役 石原正之、峯岸芳幸、田中克郎の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外

監査役であります。 
3. 常勤監査役 東敬司氏は、当社グループ内において、会社経営の経験があり、財務及

び会計に関する相当程度の知見を有しております。 
4. 常勤監査役 石原正之氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。 
5. 監査役 峯岸芳幸氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。 
6. 監査役 田中克郎氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関す

る相当程度の知見を有しております。 
7. 取締役会議長 青園雅紘氏は、平成20年４月１日付で、コスモ証券㈱代表取締役社長

に就任し、また、平成20年５月16日付で、㈱ＣＳＫグリーンサービス代表取締役会長
に就任しております。 
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     (ご参考) 
      当社は経営戦略決定の迅速化及び監督体制・業務執行体制の強化のため、執行役員

制度を導入しております。 
      平成20年４月１日現在の執行役員の陣容及び担当は次のとおりであります。 
 
       執行役員 田 村  拓 グループ情報企画部担当、社会貢献推進室担

当、㈱ＣＳＫ－ＩＳ取締役副社長 
 新 堀 義 之 グループ人事部担当、グループ総務部担当 
 加 藤 隆 哉 ㈱ＣＳＫ－ＩＳ取締役副社長 
 唐 笠  弘 総合企画部担当、法務部担当 
 佐 藤 泰 広 広報室担当 
 堤  智 章 ＣＳＫプリンシパルズ㈱取締役副社長 
 清 水 康 司 経理部担当、内部統制推進室担当 
  
(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額 
 

区   分 人   数 報酬等の額 摘     要 

取 締 役 
(うち社外取締役) 

6 名 
(2) 

421 百万円
(47) 

平成18年６月28日開催の第38回定時株主
総会決議に基づき、取締役の報酬限度額
は、年間1,000百万円以内であります。 

監 査 役 
(うち社外監査役) 

4 名 
(3) 

52 百万円
(28) 

平成18年６月28日開催の第38回定時株主
総会決議に基づき、監査役の報酬限度額
は、年間100百万円以内であります。 

計 
(うち社外役員) 

10 名 
(5) 

473 百万円
(75) 

 

 
(注) なお、報酬等の額には第40回定時株主総会において決議予定の退職慰労金を含めており

ます。 
 

(3) 社外役員に関する事項 

 ① 他の会社の業務執行取締役等との兼務状況及び当社と当該他の会社との関係 

    該当事項はありません。 

 

 ② 他の株式会社の社外役員の兼務状況 

    該当事項はありません。 

 

 ③ 会社又は会社の特定関係事業者との関係 

    該当事項はありません。 
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 ④ 当事業年度における主な活動状況 
 

区  分 氏   名 主 な 活 動 状 況 

奥 島 孝 康

当期開催定例取締役会12回中９回、また、臨時取締役
会７回中４回に出席し、主に会社法及びコーポレート
ガバナンスの専門家としての見地からの発言を行って
おります。 取 締 役 

エ リ ッ ク ・
ブ リ ニ ョ ル フ ソ ン

当期開催定例取締役会12回中11回、臨時取締役会７回
中６回に出席し、主に経営学及びＩＴビジネスの専門
家としての見地からの発言を行っております。 

石 原 正 之

当期開催定例取締役会12回中すべてに、臨時取締役会
７回中すべてに出席し、また当期開催監査役会14回中
すべてに出席し、金融・経営全般に関する豊富な知識
や経験等を踏まえた幅広い見地からの発言を行ってお
ります。 

峯 岸 芳 幸

当期開催定例取締役会12回中すべてに、臨時取締役会
７回中６回に出席し、また当期開催監査役会14回中す
べてに出席し、主に公認会計士・税理士としての専門
的見地からの発言を行っております。 

監 査 役 

田 中 克 郎

平成19年６月27日に当社株主総会で選任され、同日以
降、当期開催の定例取締役会９回中すべてに、臨時取
締役会４回中すべてに出席し、また当期開催監査役会
10回中すべてに出席し、主に弁護士としての専門的見
地からの発言を行っております。 
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5. 会計監査人に関する事項 

(1) 会計監査人の名称 

 新日本監査法人 
 

(2) 会計監査人に支払うべき報酬等の額 

 当社及び当社子会社等が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりであります。 
 

 支 払 額 

① 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 72百万円 

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の 
  合計額（①の報酬等の額を含む｡） 

376百万円 

 
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等

の額と金融商品取引法上監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実
質的にも区分が困難であるため、①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。 

2. 当社及び当社子会社は、新日本監査法人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務
以外の業務である、内部統制に関するアドバイザリー業務等の対価を支払っておりま
す。 

 

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

 当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人

が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意又は請求によ

り、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。 
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6. 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する決議内容の概要 
＜内部統制システムの整備の状況について＞ 

当社グループの会社法にかかる内部統制システム、すなわち「取締役の職務の執行が法令

及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するため

の体制」と並行して、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制システム」及び株

式会社東京証券取引所の規則に基づく「適時開示に係る内部体制」についても、当社グルー

プとして体制の整備・運用を実施しており、この３つの「内部統制システム及び体制」の適

切な整備・運営を通じて、より透明性の高いグループ経営の実現を目指しております。具体

的な内容は、以下のとおりであります。 

 

＜当社グループの考える内部統制システム全般への取組み＞ 
 

 

 
〔会社法にかかる内部統制システム〕 

平成18年５月に会社法の求める内部統制システムの基本方針をグループ各社で制定し、年

度ごとに必要に応じ見直す運用をスタートさせておりますが、当社における基本方針は以下

のとおりであります。 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

① ＣＳＫグループ企業行動憲章及びＣＳＫグループ役員社員行動基準を制定し、法令遵

守が全ての企業活動の前提であることをグループの全ての役員・社員に徹底するととも

に、役員・社員が法令及び定款を遵守するために必要なその他の関連規程類を整備し、

その浸透・徹底を図る。 

② グループ全体のコンプライアンスに関する統括組織としてリスク・コンプライアンス

委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会の委員長は、グループ全体のコン

プライアンス態勢の整備に関する統括責任者としての責任と権限を持つ。 
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③ コンプライアンス違反等が発生した場合に、迅速かつ適切に対応できる体制をグルー

プ各社と連携のうえ整備する。また、コンプライアンス違反の未然防止と早期解決を図

ることを目的に、｢ＣＳＫグループヘルプライン」を設置・運用する。 

④ コンプライアンス推進担当部門はグループ全体のコンプライアンスの推進、教育・啓

発等を行う。また、定期的にコンプライアンス意識調査を実施し、コンプライアンスの

浸透度等につきモニタリングを行う。 

⑤ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対して

は、組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の

関係を持たない体制を整備する。 

⑥ 財務報告にかかる内部統制については、財務報告にかかる内部統制の基本方針を制定

し、会社法、金融商品取引法、東京証券取引所規則等への適合性を確保の上、専門部署

を設けて十分な体制を整備して運用する。 

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 取締役の職務の執行に係る情報は文書管理規程に従い、文書または電磁媒体に記録し

て保存する。 

② 文書の保存、管理は文書ごとに管理部門を定め、保存期限は文書保存年限表による。 

③ 取締役及び監査役は文書管理規程に基づき、これらの文書を常時閲覧できるものとす

る。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① グループ全体の総合的なリスク管理を推進するため、リスク・コンプライアンス委員

会を設置し、当社及びグループ各社が行うリスク管理活動を統制する。また、企業価値

を毀損しかねない事態が発生した場合には、同委員会が速やかにその情報を集約し、

高意思決定機関である当社取締役会へ報告する。 

② グループ情報セキュリティポリシーに基づき、機密情報管理規程、個人情報保護規程

を制定し、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行い、研修及び啓発の実施や

ガイドブックの配布を通じて、その重要性及び取扱方法の浸透・徹底を図る。 

③ 内部者取引防止委員会においては、役員・社員による当社、グループ会社及び顧客企

業の株式等の売買に関する事前チェックを実施し、積極的に啓発活動を行い、インサイ

ダー取引の未然防止に努める。 
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

① 取締役会は定款及び取締役会規程に基づき運営し、定時開催の他、必要に応じて臨時

に開催する。取締役会では、付議事項の審議及び重要な報告を行い、監査役も毎回出席

する。 

② 取締役会に付議される事項については、事前に十分な審議及び議論を実施して、取締

役の職務が効率的に行われるような事業運営を行う。 

③ 事業計画を定め、達成すべき目標を明確にして、定期的（月次、四半期、半期、年

間）に進捗を確認し、必要な対策や見直しを行う。 

 

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制 

① グループ社長連絡会及びグループ監査役連絡会の他、グループ横断的な会議体を開催

して、グループ間情報の共有化を図る。 

② 内部監査部門は、グループ各社の内部監査を定期的に実施し、リスクに対する統制の

状況を遵法性と合理性の観点から評価する。 

③ グループ会社間協定書により、グループ会社における業務の遵法性と適正性を確保す

る。 

④ グループ全体で規程類の内容を統一化・標準化し、一層の業務の適正化及び効率化を

図る。 

 

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関

する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

① 監査役の業務を補助するため、専属の使用人を配置する。 

② 監査業務補助者の人事異動、人事評価、懲戒処分は監査役の承認を得る。 

 

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及

ぼす事項、内部監査の実施状況、ヘルプラインによる通報状況及びその内容を速やかに報

告する。報告の方法については、取締役会と監査役との協議により決定する方法によるも

のとする。 

 

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 監査役が社内の重要な会議に出席する機会、取締役及び重要な使用人からヒアリングす

る機会を確保すると共に、代表取締役、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を

開催する。 
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〔財務報告にかかる内部統制システム〕 

財務報告にかかる内部統制システムについて、グループ全体としての整備・充実を推進す

る専門部署として、当社内に内部統制推進室を設置しております。 

当期におきましては、｢財務報告にかかる内部統制の基本方針」をグループ各社で制定す

るとともに、策定したスケジュールに沿って、全社的観点での内部統制評価や業務プロセス

の可視化・評価、更にＩＴ全般統制の整備等をグループ全体で実施してまいりました。 

適用初年度である平成20年４月からの事業年度におきましては、これまでの準備期間にお

いて実施してきた事項を踏まえて、更なる財務報告の信頼性を確保してまいります。 

 

〔適時開示にかかる内部体制〕 

当社グループでは、金融商品取引法及び株式会社東京証券取引所の定める適時開示規則に

より開示が要請される重要情報並びに投資判断に影響を与えると思われる情報等について、

｢情報の収集｣、｢適時開示の判定｣、｢開示の実行」という三段階の業務フローの中で、網羅

的な情報収集、複数部門による検討及び多重的検証、適切な審議・決裁が実行できる組織的

管理体制のもと、適時開示に係る業務を遂行しております。 

なお、重要事実については、当社の定める内部者取引防止規程に従い情報管理の徹底及び

インサイダー取引の防止を図っております。 
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＜参考：コーポレート・ガバナンス体制の概念図＞ 

前述の会社法にかかる内部統制、金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制シス

テム」及び株式会社東京証券取引所の規則に基づく「適時開示に係る内部体制」を含む当社

グループ全体のガバナンス体制イメージは、以下のとおりであります。 
 
 
 

 

 

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 

(注) 本事業報告中に記載の金額は、格別の記載をしている箇所を除き、表示単位未満の端

数を切り捨てております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 
(平成20年３月31日現在) 

 
(単位：百万円） 

 
科     目 金   額 科     目 金   額 

(負 債 の 部) 
流 動 負 債 

買 掛 金 
短 期 借 入 金 
未 払 法 人 税 等 
カ ー ド 預 り 金 
賞 与 引 当 金 
役 員 賞 与 引 当 金 
開 発 等 損 失 引 当 金 
金 融 サ ー ビ ス 負 債 
証券業におけるトレーディング商品 
証券業における信用取引負債 
証券業における預り金及び受入保証金 
そ の 他 

固 定 負 債 
社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
長 期 借 入 金 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 
そ の 他 

特別法上の準備金 
証 券 取 引 責 任 準 備 金 
金融先物取引責任準備金 

 
284,033 
11,584 
69,511 
3,112 
46,564 
7,026 

4 
369 

44,370 
2,602 
19,323 
44,128 
35,434 
78,940 
20,000 
56,792 

84 
341 
158 

1,565 
1,584 
1,579 

4 

負 債 合 計 364,558 

(純 資 産 の 部) 
株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 

評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 
為 替 換 算 調 整 勘 定 

少 数 株 主 持 分 

 
162,410 
73,225 
37,791 
83,007 

△31,614 
1,063 
1,696 
△7 

△625 
22,021 

(資 産 の 部) 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

有 価 証 券 

営 業 投 資 有 価 証 券 

た な 卸 資 産 

未 収 法 人 税 等 

繰 延 税 金 資 産 

金 融 サ ー ビ ス 運 用 資 産 

証 券 業 に お け る 預 託 金 

証券業におけるトレーディング商品 

証券業における信用取引資産 

そ の 他 

投 資 損 失 引 当 金 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

土 地 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

の れ ん 

そ の 他 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

前 払 年 金 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 

436,383 

64,012 

31,025 

11,701 

4,166 

4,888 

4,999 

6,508 

198,427 

32,891 

6,824 

46,105 

25,158 

△234 

△92 

113,670 

34,345 

16,806 

12,444 

5,094 

8,877 

779 

8,097 

70,447 

49,327 

3,218 

8,414 

10,556 

△1,070 純 資 産 合 計 185,495 

資 産 合 計 550,054 負 債 純 資 産 合 計 550,054 
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連 結 損 益 計 算 書 

(平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで)

 
(単位：百万円） 

 
科          目 金       額 

売 上 高  239,695 
売 上 原 価  153,712 

売 上 総 利 益  85,982 
販売費及び一般管理費  66,726 

営 業 利 益  19,256 
営 業 外 収 益   

受 取 利 息 460  
受 取 配 当 金 457  
カ ー ド 退 蔵 益 1,031  
そ の 他 1,260 3,209 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 66  
投 資 有 価 証 券 売 却 損 288  
為 替 差 損 716  
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 260  
そ の 他 499 1,831 
経 常 利 益  20,634 

特 別 利 益   
投 資 有 価 証 券 売 却 益 279  
持 分 変 動 利 益 366  
事 業 所 移 転 補 償 金 950  
そ の 他 176 1,772 

特 別 損 失   
固 定 資 産 除 却 損 740  
減 損 損 失 13,344  
投 資 有 価 証 券 評 価 損 1,658  
証 券 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 232  
金 融 先 物 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 額 2  
そ の 他 1,746 17,725 
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  4,682 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,864  
法 人 税 等 還 付 税 額 △2,763  
法 人 税 等 調 整 額 2,276 5,377 
少 数 株 主 利 益  △1,967 
当 期 純 利 益  1,272 
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連結株主資本等変動計算書 

(平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで)

 
(単位：百万円） 

 
     

 
 
 
 

         

平成19年３月31日残高 72,790 37,404 84,691 △19,649 175,236 8,949 0 ─ 24,589 208,775

連結会計年度中の変動額    

新株予約権の行使 435 435 ─ ─ 870 ─ ─ ─ ─ 870

剰余金の配当(注) ─ ─ △1,485 ─ △1,485 ─ ─ ─ ─ △1,485

剰 余 金 の 配 当 ─ ─ △1,470 ─ △1,470 ─ ─ ─ ─ △1,470

当 期 純 利 益 ─ ─ 1,272 ─ 1,272 ─ ─ ─ ─ 1,272

自 己 株 式 の 取 得 ─ ─ ─ △12,099 △12,099 ─ ─ ─ ─ △12,099

自 己 株 式 の 処 分 ─ △47 ─ 134 86 ─ ─ ─ ─ 86

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額(純額) 

─ ─ ─ ─ ─ △7,252 △7 △625 △2,567 △10,453

連結会計年度中の変動額合計 435 387 △1,684 △11,965 △12,826 △7,252 △7 △625 △2,567 △23,279

平成20年３月31日残高 73,225 37,791 83,007 △31,614 162,410 1,696 △7 △625 22,021 185,495
 
(注) 平成19年６月の定時株主総会における剰余金の配当であります。 
 

株   主   資   本 評価・換算差額等  
少数株主
持分

 
純資産
合計

 
資本金 

資本
剰余金

利益
剰余金

 
自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延 
ヘッジ損益 

 
為替換算 
調整勘定 
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連 結 注 記 表 
 

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記) 
 

項     目 当 連 結 会 計 年 度 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 
  連結子会社：93社 

㈱ジェー・アイ・イー・シー、㈱ベリサーブ、コス
モ証券㈱ 他90社 
新規連結 匿名組合30社、投資事業組合２社、他５社 
連結除外 匿名組合１社 
匿名組合30社、投資事業組合２社及び他５社は当

連結会計年度に出資・設立したことにより連結子会
社に含めております。なお、匿名組合１社について
は当連結会計年度に匿名組合契約が終了したことに
より連結子会社から除外しております。 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 
  東京グリーンシステムズ㈱ 
  (連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社は、いずれも小規模であり合計の総資
産、売上高、持分に見合う当期純損益及び利益剰余金
等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして
いないため、連結の範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び
主要な会社等の名称 

  該当ありません。 
 (2) 持分法を適用しない主要な非連結子会社又は関連会社

の名称等 
  非連結子会社 
   東京グリーンシステムズ㈱他 

   関連会社 
   Ｍ＆Ｃビジネスシステムズ㈱他 
  (持分法を適用していない理由) 

 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
は、それぞれ、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす
影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が低いた
め、持分法の適用範囲から除外しております。  
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社のうち、匿名組合１社の決算日は２月29日、

匿名組合２社の決算日は１月31日、匿名組合33社、投資事

業組合２社及び他３社の決算日は12月31日であります。ま

た、匿名組合５社の決算日は11月30日であるため２月29日

を仮決算日とした仮決算を行い、匿名組合７社の決算日は

９月30日であるため12月31日を仮決算日とした仮決算を行

い連結しております。他の連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。連結決算日と連結子会社の決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

４ 会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 ① 有価証券 

売買目的有価証券（証券業におけるトレーディング

商品） 

    時価法 

   満期保有目的の債券 

    償却原価法 

   子会社株式及び関連会社株式 

 非連結子会社株式及び持分法非適用関連会社株式

については、移動平均法による原価法 

その他有価証券（金融サービス運用資産及び営業投

資有価証券を含む) 

    時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法を採用して

おります。(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として移動平均法により算定) 

    時価のないもの 

 主として移動平均法による原価法 

  ② デリバティブ 

   時価法 

  ③ たな卸資産 

 主として、個別法又は移動平均法による原価法 
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

定率法 

 但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）については、定額法を採用して

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

  建物及び構築物   ２年～50年 

(会計方針の変更) 

 当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に規定する償却方法に変更して

おります。なお、当該変更の結果、当連結会計年度に

おいて営業費用が243百万円増加したことにより、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額減

少しております。 

(追加情報) 

 当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成

19年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却

可能額までの償却が終了しているものについては、残

存価額を５年間で均等償却する方法を採用しておりま

す。この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。 

  ② 無形固定資産 

定額法 

 但し、ソフトウェアについては、自社利用目的の

ソフトウェアは社内における利用可能期間に基づく

定額法、販売目的のソフトウェアは主として見込販

売収益に基づく償却額と見積効用年数に基づく均等

配分額とを比較し、いずれか大きい金額を計上して

おります。 
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

 ① 投資損失引当金 

 金融サービス運用資産に含まれる投資について、投

資先の資産内容等を勘案し、実質価額の低下に相当す

る額を計上しております。 

  ② 貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

  ③ 賞与引当金 

 従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額を計

上しております。 

  ④ 役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支払いに備えるため、一部の連

結子会社において当連結会計年度末における支給見込

額を計上しております。 

  ⑤ 開発等損失引当金 

 システム開発、システム運営管理等の事業に係る不

採算案件及び瑕疵対応案件について発生が見込まれる

損失額を計上しております。 

  ⑥ 退職給付引当金 

 従業員への退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 なお、当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年

度末において年金資産見込額が退職給付債務見込額か

ら会計基準変更時差異の未処理額及び未認識数理計算

上の差異を控除した額を超過しているため、超過額を

投資その他の資産の「前払年金費用」に計上しており

ます。 

 会計基準変更時差異については、主に15年による按

分額を費用処理しております。 

 



〆≠●0 
02_0207001102006.doc 
㈱ＣＳＫホールディングス様 招集 2008/05/23 18:37印刷 8/30 

― 48 ― 

 
項     目 当 連 結 会 計 年 度 

  数理計算上の差異については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定年数による定額法によ

り、発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定年数による定額法により、

発生時から費用処理しております。 

  ⑦ 役員退職慰労金引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、役員への退職慰労金

支給に備えるため、内規による必要額を計上しており

ます。 

 なお、当社は内規を改定し、平成15年６月26日の定

時株主総会後、必要額は増加いたしません。 

 (4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

 ① 繰延資産の処理方法 

 株式交付費は支出時に全額費用処理しております。 

  ② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

  ③ 重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

  ④ 重要なヘッジ会計の方法 

  1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予

約等について振当処理の要件を満たしている場合に

は、振当処理を採用しております。特例処理の要件

を満たしている金利スワップについては特例処理に

よっております。 
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

   2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
    ヘッジ手段 
     為替予約取引、金利スワップ取引 
    ヘッジ対象 
     外貨建金銭債務、外貨建予定取引、借入金 

   3) ヘッジ方針 
 社内規程に基づき、通常業務を遂行する際の為替
及び金利変動リスクをヘッジしております。なお、
短期的な売買差益を獲得する目的（トレーディング
目的）や、投機目的のためにデリバティブ取引を行
うことはありません。 

   4) ヘッジの有効性評価の方法 
 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動額を比較する
こと等によってヘッジの有効性を判断しておりま
す。特例処理によっている金利スワップについては
有効性の評価を省略しております。 

  ⑤ 金融サービス事業における会計処理 
  1) 金融サービス運用資産 
   匿名組合への出資 

 匿名組合への出資による資金運用取引について
は、組合から得られた分配金を売上として計上して
おります。 

    株式及び不動産 
 株式及び不動産を対象とする資金運用取引につい
ては、売却益（売却損）相当額を売上（売上原価）
として計上しております。また株式には、時価のあ
るその他有価証券が含まれております。 

   投資事業組合等への出資 
 投資事業組合等への出資による資金運用取引につ
いては、 近の決算に基づいて、組合等の利益（損
失）の持分相当額を純額で売上（売上原価）として
計上しております。なお、組合等がその他有価証券
を保有している場合で当該有価証券に評価差額が発
生している場合には、評価差額に対する持分相当額
をその他有価証券評価差額金に計上しております。 
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

   2) 営業投資有価証券 

 自らが業務執行組合員となっている投資事業組合

等については、 近の決算に基づいて、組合等の資

産・負債・収益・費用を持分割合に応じて計上して

おります。このうち有価証券の持分相当額を営業投

資有価証券としております。 

 また、連結子会社である投資事業組合が保有する

有価証券については、営業投資有価証券としており

ます。 

  ⑥ プリペイドカード事業における第三者型カード発行

の会計処理 

   第三者型カード発行の会計処理は、発行したカードの

券面金額をカード預り金に計上し、使用に応じて使用金

額をカード預り金から取崩しております。 

また、法人税法の「発行年度ごとに区分管理する方

法」に準拠し、過去の使用実績率に基づき算出した、使

用されないと見込まれる金額をカード預り金から取崩

し、営業外収益のカード退蔵益に計上しております。 

  ⑦ 消費税等の処理方法 
   税抜方式によっております。 

  ⑧ 連結納税制度 
   連結納税制度を適用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価
評価法を採用しております。 

６ のれん及び負ののれんの
償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、原則として５年均等償却をし
ております。但し、金額の僅少なものについては発生年度
に一時に償却しております。 

 



〆≠●0 
02_0207001102006.doc 
㈱ＣＳＫホールディングス様 招集 2008/05/23 18:37印刷 11/30 

― 51 ― 

(連結貸借対照表に関する注記) 
 

項     目 当 連 結 会 計 年 度 

１ 金融サービス運用資産及
び金融サービス負債 

 金融サービス運用資産のうち主要なものは以下のとおり
であります。 

匿名組合への出資 34,863百万円
株式 20,190百万円
不動産 94,118百万円

 株式の中には時価のある株式が9,170百万円含まれており
ます。 
 金融サービス負債のうち主要なものは次のとおりであり
ます。 

短期借入金 24,977百万円
責任財産限定型債務(ノンリコースローン) 13,706百万円

 金融サービス運用資産の不動産並びに金融サービス負債
の短期借入金及び責任財産限定型債務（ノンリコースロー
ン）は連結子会社である匿名組合の資産・負債であります｡ 

２ 担保に供している資産及
び担保に係る債務 

(1) 以下の資産は短期借入金1,400百万円、金融サービス負
債32,684百万円、証券業における信用取引負債12,997百
万円、流動負債その他（未払金）1,301百万円の担保に供
しております。 

現金及び預金 1,800百万円
金融サービス運用資産 40,620百万円
証券業におけるトレーディング商品 400百万円
投資有価証券 1,131百万円

合    計 43,952百万円
  上記のほか、信用取引の自己融資に係る見返り株券の
うち担保に供されているものが2,913百万円（期末時価）
あります。 

 (2) 前払式証票の規制等に関する法律第13条第１項に基づ
く発行保証金として、有価証券10,617百万円、投資有価
証券14,625百万円を供託しております。 

 (3) 宅地建物取引業法第25条に基づく営業保証金として投
資有価証券８百万円及び投資その他の資産「その他」(差
入保証金）10百万円を供託しております。 
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

 (4) 信用取引の自己融資見返り株券を先物取引差入証拠金
の代用として2,663百万円を差入れております。 

 (5) 担保等として差入をした有価証券の時価額（上記(1)に
属するものを除く）は、次のとおりであります。 

信用取引貸証券 6,410百万円
信用取引借入金の本担保証券 12,776百万円
差入保証金代用有価証券 3,994百万円
その他 6,993百万円

 
 (6) 差入を受けた有価証券の時価額は、次のとおりであり

ます。 
信用取引貸付金の本担保証券 34,976百万円
信用取引借証券 2,813百万円
消費貸借契約により借入れた有価証券 710百万円
受入保証金代用有価証券 64,556百万円
その他 913百万円

 
３ 有形固定資産の減価償却

累計額 15,721百万円
４ 保証債務  当社の子会社が投資している特定目的会社の金融機関か

らの借入に対し、債務保証を行っております。 
ダイコク・ディストリビューション 
センター特定目的会社 

2,500百万円
 

５ 貸出コミットメント (1) 貸手側 
 当社が中心となって、グループ全体の効率的な資金運
用・調達を行うため、ＣＳＫグループ・キャッシュマネ
ジメントシステム（以下「ＣＭＳ｣）を導入しておりま
す。 
 当社は、グループ会社32社とＣＭＳ運営基本契約を締
結し、ＣＭＳによる貸付限度額を設定しております。 
 これらに基づく当連結会計年度末の貸付未実行残高は
次のとおりであります。(連結子会社分は含めず記載して
おります｡） 

ＣＭＳによる貸付限度額の総額 280百万円
貸付実行残高 230百万円

差引貸付未実行残高 50百万円
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

 (2) 借手側 
 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀
行４行とコミットメント契約を締結しております。 
 これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであ
ります。 

借入極度額 30,000百万円
借入実行残高 21,000百万円

差引借入未実行残高 9,000百万円
 

６ 特別法上の準備金  特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次の
とおりであります。 
  証券取引責任準備金 
      旧証券取引法第51条 
  金融先物取引責任準備金 
      旧金融先物取引法第81条 
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(連結損益計算書に関する注記) 
 

項     目 当 連 結 会 計 年 度 

１ 減損損失  減損損失の主な内訳は以下のとおりであります。 
(1) 減損損失を計上した主な資産 
 

場  所 用  途 種  類 

日本橋本町 
東急ビル 

(東京都中央区)
事業用資産 

ソフトウェア 
ソフトウェア仮勘定

リース資産 
器具備品 

建物附属設備 
  

 (2) 資産のグルーピングの方法 
 遊休資産及び売却予定資産においては個別物件単位
で、事業資産においては管理会計上の区分としておりま
す。 

 (3) 減損損失の計上に至った経緯及び算定方法 
 主に収益性が著しく低下した事業用資産においては、
不採算事業における回収可能性の将来キャッシュ・フロ
ーを考慮し、帳簿価額と回収可能価額との差額を減損損
失として計上しております。当連結会計年度においては
減損損失として13,344百万円計上しており、その主な内
訳は、ソフトウェア12,571百万円、リース資産386百万円
であります。 

２ 法人税等還付税額  法人税等還付税額（法人税相当部分2,129百万円、地方税
相当部分634百万円）については、以下の理由により計上さ
れております。 
(1) 更正通知の受領と異議申立書の提出 
 当社及び連結子会社のＣＳＫファイナンス㈱（以下、
この注記において連結子会社）は、平成16年３月期に係
る法人税の更正通知を、平成17年８月１日に国税当局よ
り受領しました。更正の主たる内容は、グループ再編の
対象となった子会社株式の評価額等に関するものであり
ます。 
 当社及び連結子会社は、当該更正処分は承服できる内
容ではないことから、全処分の取消しを求め、平成17年
８月９日付で異議申立書を東京国税局長宛に提出いたし
ました。 
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項     目 当 連 結 会 計 年 度 

 (2) 過年度法人税等及び法人税等調整額の計上 
 平成19年３月期においては、異議申立て後、相当期間
が経過しており、また、平成19年３月に日本公認会計士
協会から「諸税金に関する会計処理及び表示と監査上の
取扱い」の改正が公表されたことなどを考慮し、財務状
況の一層の健全性向上と経営の透明性の確保という観点
から、保守的な会計処理が望ましいとの結論に至り、過
年度法人税等及び法人税等調整額として6,210百万円を連
結損益計算書に織り込むことといたしました。 

 (3) 異議決定書の受領と法人税等還付税額の計上 
 当連結会計年度において、上述の異議申立てに関し、
平成19年６月６日付で東京国税局より異議決定書を受領
し、当社及び連結子会社の主張の一部が認められたた
め、その部分に係る法人税等還付税額を計上していま
す。 
 なお、当社及び連結子会社は、異議申立てが認められ
なかった主たる部分（子会社株式の評価額）について、
平成19年７月２日付で国税不服審判所に不服審査請求を
行っております。 

 (4) 原処分取消訴訟の提起と不服審査請求の取り下げ 
 不服審査請求後、３ヶ月を経過しても、国税不服審判
所から採決がなく、東京地方裁判所に「原処分取消」を
求め、平成19年12月14日付で訴状を提出いたしました。 
 なお、平成19年12月27日付で国税不服審判所に不服審
査請求の取り下げを行っております。 
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(連結株主資本等変動計算書に関する注記) 
 
当連結会計年度（平成19年４月１日から 平成20年３月31日まで） 
１ 発行済株式の種類及び株式数に関する事項 
 

株式の種類 前連結会計年度末 増   加 減   少 当連結会計年度末

普通株式(株) 78,437,124 233,400 ― 78,670,524 
 
(変動事由の概要) 
 普通株式の増加233,400株は、ストックオプションの権利行使による増加であります。 
 
２ 新株予約権等に関する事項 
  当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く｡）の目

的となる株式の種類及び数 
   普通株式  11,645,548株 
 
３ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 
 

決   議 株式の種類 
配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日 

平成19年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 1,485 20 平成19年３月31日 平成19年６月28日

平成19年11月７日 
取締役会 

普通株式 1,470 20 平成19年９月30日 平成19年12月11日

 
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度後とな

るもの 
 

決   議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日 

平成20年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,410 20 平成20年３月31日 平成20年６月27日

 
 
(１株当たり情報に関する注記) 
 

項         目 当 連 結 会 計 年 度 

１株当たり純資産額 2,317円18銭 

１株当たり当期純利益 17円34銭 
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貸 借 対 照 表 
(平成20年３月31日現在) 

 
(単位：百万円） 

 
科     目 金   額 科     目 金   額 

(負 債 の 部) 
流 動 負 債 

短 期 借 入 金 
コ マ ー シ ャ ル ぺ ー パ ー 
未 払 金 
未 払 費 用 
未 払 法 人 税 等 
前 受 金 
預 り 金 
賞 与 引 当 金 
そ の 他 

固 定 負 債 
社 債 
新 株 予 約 権 付 社 債 
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金 
預 り 保 証 金 

 
128,592 
36,500 
14,000 
5,078 
898 
64 
40 

71,866 
143 

1 
79,352 
20,000 
56,792 

100 
2,460 

負 債 合 計 207,944 

(純 資 産 の 部) 
株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 

別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 

 
143,677 
73,225 
35,899 
28,871 
7,028 
66,166 

62 
66,104 
71,821 

△5,717 
△31,614 

847 
848 
△0 

(資 産 の 部) 
流  動  資  産 

現 金 及 び 預 金 
売 掛 金 
営 業 未 収 入 金 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 
未 収 金 
未 収 法 人 税 等 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
車 両 
器 具 備 品 
土 地 

無 形 固 定 資 産 
商 標 権 
ソ フ ト ウ ェ ア 
そ の 他 

投資その他の資産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
その他の関係会社有価証券 
長 期 貸 付 金 
従 業 員 長 期 貸 付 金 
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 
敷 金 及 び 保 証 金 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

 
172,154 
22,846 

5 
875 
441 
100 

138,060 
6,583 
4,184 
647 

△1,591 
180,315 
23,988 
12,808 

563 
1 

1,096 
9,518 
1,588 

6 
1,207 
374 

154,737 
25,187 
99,113 
5,752 

14 
37 

22,532 
4,409 

19 
1,394 

△3,722 純 資 産 合 計 144,524 

資 産 合 計 352,469 負 債 純 資 産 合 計 352,469 
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損 益 計 算 書 

(平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで)

 
(単位：百万円） 

 
科          目 金       額 

営 業 収 入  12,986 

営 業 費 用  10,379 

営 業 利 益  2,607 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 2,372  

受 取 配 当 金 274  

施 設 利 用 料 894  

そ の 他 456 3,999 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 626  

社 債 利 息 396  

投 資 有 価 証 券 売 却 損 288  

投 資 事 業 組 合 損 失 598  

そ の 他 272 2,182 

経 常 利 益  4,423 

特 別 利 益   

関 係 会 社 株 式 売 却 益 301  

受 取 賠 償 金 95  

そ の 他 6 404 

特 別 損 失   

関 係 会 社 株 式 評 価 損 8,809  

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5,029  

そ の 他 806 14,646 

税 引 前 当 期 純 損 失  9,818 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △1,007  

法 人 税 等 還 付 税 額 △911  

法 人 税 等 調 整 額 △474 △2,394 

当 期 純 損 失  7,423 
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株主資本等変動計算書 

(平成19年４月１日から
平成20年３月31日まで)

 
(単位：百万円） 

 
  

      

        

      
 
 

  

平成19年３月31日残高 72,790 28,436 7,075 62 67,321 9,162 △19,649 165,199

事 業 年 度 中 の 変 動 額   
新 株 予 約 権 の 行 使 435 435 ― ― ― ― ― 870
別途積立金の積立（注) ― ― ― ― 4,500 △4,500 ― ―
剰 余 金 の 配 当（注) ― ― ― ― ― △1,485 ― △1,485
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― ― △1,470 ― △1,470
当 期 純 損 失（△) ― ― ― ― ― △7,423 ― △7,423
自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― ― △12,099 △12,099
自 己 株 式 の 処 分 ― ― △47 ― ― ― 134 86

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

― ― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 435 435 △47 ― 4,500 △14,879 △11,965 △21,522

平成20年３月31日残高 73,225 28,871 7,028 62 71,821 △5,717 △31,614 143,677
  

   

 
 
 
 

 
 

 

平成19年３月31日残高 4,818 0 170,018

事 業 年 度 中 の 変 動 額  
新 株 予 約 権 の 行 使 ― ― 870
別途積立金の積立（注) ― ― ―
剰 余 金 の 配 当（注) ― ― △1,485
剰 余 金 の 配 当 ― ― △1,470
当 期 純 損 失（△) ― ― △7,423
自 己 株 式 の 取 得 ― ― △12,099
自 己 株 式 の 処 分 ― ― 86

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額(純額) 

△3,970 △0 △3,971

事業年度中の変動額合計 △3,970 △0 △25,493

平成20年３月31日残高 848 △0 144,524
 
(注) 平成19年６月の定時株主総会における剰余金の処分項目であります。 

 

株    主    資    本 

その他利益剰余金 
繰越利益 
剰 余 金 

別途積立金

 
利益準備金

そ の 他
資本剰余金

 
資本準備金

評価・換算差額等  
純 資 産
合  計繰 延

ヘッジ損益

そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金  
 

自己株式

 
株主資本
合  計

 
 

資本金 
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個 別 注 記 表 
 

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 
 

項     目 当 事 業 年 度 

１ 資産の評価基準及び評価
方法 

(1) 有価証券 
  満期保有目的の債券 
   償却原価法 

   子会社株式及び関連会社株式 
   移動平均法による原価法 

   その他有価証券 
   時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は
全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております） 

    時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

 (2) デリバティブ 
  時価法 

２ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付
属設備を除く）については、定額法を採用しております｡ 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 
    建     物   ２年～50年 
    器 具 備 品   ２年～20年 

  (会計方針の変更) 
 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４
月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後
の法人税法に規定する償却方法に変更しております。な
お、当該変更の結果、当事業年度において営業費用が139
百万円増加したことにより、営業利益、経常利益は同額
減少し、税引前当期純損失は同額増加しております。 

 (追加情報) 
 当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年３
月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能額ま
での償却が終了しているものについては、残存価額を５
年間で均等に償却する方法を採用しております。この変
更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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項     目 当 事 業 年 度 

 (2) 無形固定資産 
  自社利用のソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定
額法 

   その他 
   定額法 

３ 繰延資産の処理方法  株式交付費は支出時に全額費用処理しております。 
４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し
ております。 

 (2) 賞与引当金 
 従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額を計上
しております。 

 (3) 退職給付引当金 
 従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末にお
ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し
ております。 
 なお、当事業年度末においては、年金資産見込額が退
職給付債務見込額から未認識数理計算上の差異を控除し
た額を超過しているため、超過額を投資その他の資産の 
｢その他」に計上しております。 
 会計基準変更時差異については、15年による按分額を
費用処理しております。 
 数理計算上の差異については、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定年数（12年）による定額法
により、発生の翌事業年度から費用処理しております。 

 (4) 役員退職慰労金引当金 
 役員への退職慰労金支給に備えるため、内規による必
要額を計上しております。 
 なお、当社は内規を改定し、平成15年６月26日の定時
株主総会後、必要額は増加いたしません。 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの
以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸
借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 
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項     目 当 事 業 年 度 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
 繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約等
について振当処理の要件を満たしている場合には、振当
処理を採用しております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 
   為替予約取引 
  ヘッジ対象 
   外貨建金銭債務、外貨建予定取引 

 (3) ヘッジ方針 
 社内規程に基づき、通常業務を遂行する際の為替変動
リスクをヘッジしております。なお、短期的な売買差益
を獲得する目的（トレーディング目的）や、投機目的の
ためにデリバティブ取引を行うことはありません。 

 (4) ヘッジの有効性評価の方法 
 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動額を比較すること
等によってヘッジの有効性を判断しております。 

(1) 消費税等の処理方法 
   税抜方式によっております。 

７ その他計算書類作成のた
めの基本となる重要な事
項 (2) 連結納税制度 

   連結納税制度を適用しております。 
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(貸借対照表に関する注記) 
 

項     目 当 事 業 年 度 

１ 有形固定資産の減価償却
累計額 5,877百万円

２ 関係会社に対する金銭債
権・債務 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社
との金銭債権・債務は次のとおりであります。 

短期金銭債権 7,667百万円
長期金銭債権 ―百万円
短期金銭債務 76,508百万円
長期金銭債務 2,432百万円

 
３ 預り金の主要項目 ＣＳＫグループ・キャッシュマネジメントシステム(以下

｢ＣＭＳ｣）による預託資金 71,828百万円
 

４ 貸出コミットメント (1) 貸手側 
 当社は、グループ会社とＣＭＳ運営基本契約を締結し、
ＣＭＳによる貸付限度額を設定しております。 
 これら契約に基づく当事業年度末の貸付未実行残高は次
のとおりであります。 

ＣＭＳによる貸付限度額の総額 65,205百万円
貸付実行残高 29,092百万円

差引貸付未実行残高 36,112百万円
対象会社数 32社

 なお、上記ＣＭＳ運営基本契約において、資金使途が限
定されているものが含まれているため、必ずしも全額が貸
出実行されるものではありません。 

 (2) 借手側 
 当社は、運用資金の効率的な調達を行うため、取引銀行
４行とコミットメント契約を締結しております。 
 これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次
のとおりであります。 

借入極度額 30,000百万円
借入実行残高 21,000百万円

差引借入未実行残高 9,000百万円
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(損益計算書に関する注記) 
 

項     目 当 事 業 年 度 

１ 営業収入  ｢営業収入」は、主に関係会社からの配当金収入、グルー

プ運営収入であります。 

２ 関係会社との取引  営 業 収 入 12,908百万円

 営 業 費 用 2,325百万円

 営業取引以外の取引高 4,214百万円
 

３ 法人税等還付税額  法人税等還付税額は、平成19年６月６日付で東京国税局よ

り異議決定書を受領し、当社の主張の一部が認められたた

め、当該部分に係る法人税等還付税額を計上しています。 

 なお、詳細については、連結注記表の連結損益計算書に関

する注記をご参照下さい。 

 

 

(株主資本等変動計算書に関する注記) 
 
 当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数： 普通株式 8,121,892株 

 

 
(税効果会計に関する注記) 
 

当 事 業 年 度 

 繰延税金資産の発生の主な原因は、自社開発ソフトウェア損金算入否認額等であり、繰延
税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金等であります。 

 

 

(リースにより使用する固定資産に関する注記) 
 

当 事 業 年 度 

 貸借対照表に計上した固定資産のほか、器具備品、事務所設備、車両等の一部について
は、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 
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(関連当事者との取引関係に関する注記) 
 

(単位：百万円) 
 

属性 会社等の名称 
議決権等 
の所有割合

関連当事者 
との関係 

取引の内容 取引金額 科  目 期末残高

子会社 
㈱ＣＳＫシ
ステムズ 

当社所有 
 直接100％

資金管理の受託
役員の兼任 

資金の管理 
 当期増加額
 支払利息 

 
1,432 
103 

 
預り金 
未払費用 

13,416
11

子会社 
㈱ＣＳＫ－
ＩＳ 

当社所有 
 直接100％

事業資金の貸付
役員の兼任 

資金の貸付 
 当期増加額
 受取利息 

 
4,654 
208 

 
短期貸付金
長期貸付金

1,672
8,981

子会社 
㈱ＣＳＫ証
券サービス 

当社所有 
 直接100％

事業資金の貸付
役員の兼任 

資金の貸付 
 当期増加額
 受取利息 

 
7,600 
132 

 
短期貸付金
長期貸付金

1,010
9,090

子会社 
㈱ＣＳＫ－Ｉ
Ｔマネジメン
ト 

当社所有 
 直接100％

資金管理の受託
役員の兼任 

資金の管理 
 当期増加額
 支払利息 

 
4,158 

28 

 
預り金 
未払費用 

5,704
3

子会社 
㈱ジェー・ア
イ・イー・シ
ー 

当社所有 
直接69.5％

資金管理の受託
役員の兼任 

資金の管理 
 当期増加額
 支払利息 

 
2,269 

25 

 
預り金 
未払費用 

4,690
3

子会社 
ＣＳＫファ
イナンス㈱ 

当社所有 
 直接100％

事業資金の貸付
資金管理の受託
役員の兼任 

資金の貸付 
 当期増加額
 受取利息 
資金の管理 
 当期増加額
 支払利息 

 
72,541 
1,408 

 
3,514 

41 

 
短期貸付金
 
 
預り金 
未払費用 

119,829

6,977
6

子会社 
㈱クオカー
ド 

当社所有 
 直接100％

資金管理の受託
役員の兼任 

資金の管理 
 当期増加額
 支払利息 

 
68 
177 

 
預り金 
未払費用 

19,626
56

子会社 
㈱ＣＳＫアドミニ
ストレーションサ
ービス 

当社所有 
 直接100％

業務の委託 
役員の兼任 

業務の委託 
 業務委託料

 
1,382 

 
未払費用 232

子会社 
ＣＳＫプリ
ンシパルズ
㈱ 

当社所有 
 直接100％

事業資金の貸付
役員の兼任 

資金の貸付 
 当期減少額
 受取利息 

 
1,834 
366 

 
短期貸付金
長期貸付金

13,019
2,158

 
取引条件及び取引条件の方針等 
 (注) 1. 各社への貸付金及び資金の預りについては、市場金利を勘案して利率を決定してお

ります。なお、担保設定はありません。 
2. 預り金は、当社グループにおいて導入している、ＣＭＳにより、グループ各社の資

金を効率的に管理しているものであります。 
3. 取引金額には、消費税等を含んでおりません。 
4. 業務委託契約についての価格その他の取引条件は、価格交渉の上、一般取引と同様

に決定しております。 
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(１株当たり情報に関する注記) 
 

項         目 当 事 業 年 度 
１株当たり純資産額 2,048円58銭 

１株当たり当期純損失 101円18銭 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成20年５月15日
株式会社ＣＳＫホールディングス 
 
  取 締 役 会 御 中 

新日本監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 山 本 和 夫 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井 出   隆 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 菅 田 裕 之 ㊞

 当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＣＳＫホールディングスの平成19年４月１

日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営

者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ＣＳＫホールディングス及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間

の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以 上 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 
 

独立監査人の監査報告書 
 

平成20年５月15日
株式会社ＣＳＫホールディングス 
 
  取 締 役 会 御 中 

新日本監査法人 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 山 本 和 夫 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 井 出   隆 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 菅 田 裕 之 ㊞

 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＣＳＫホールディングスの平成19年

４月１日から平成20年３月31日までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附

属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対

する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討する

ことを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以 上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
  

監 査 報 告 書 
 

 当監査役会は、平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第40期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま

す。 

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求

めました。 

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締

役、内部監査担当部門等その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると

ともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。ま

た、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正

を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する

取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証

いたしました。子会社については、事業状況の説明を定期的に受け、必要に応じて子会社に対し業務及び財

産の状況に関する調査を行いました。この間、子会社監査役との連絡会を四半期毎に開催し、意思疎通及び

情報の交換を行いました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について

検討いたしました。 

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと

もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会

計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第159条各号に掲げ

る事項）を「監査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨

の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連

結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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2. 監査の結果 

 (1) 事業報告等の監査結果 

  一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。 

  二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。 

  三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ

ムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人新日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 (3) 連結計算書類の監査結果 

   会計監査人新日本監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 
 

   平成20年５月15日 

株式会社ＣＳＫホールディングス 監査役会 
 

常勤監査役       東   敬 司 ㊞ 
 

常勤監査役(社外監査役) 石 原 正 之 ㊞ 
 

社外監査役       峯 岸 芳 幸 ㊞ 
 

社外監査役       田 中 克 郎 ㊞ 
  

以 上 
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株主総会参考書類 
 

議案及び参考事項 

 第１号議案 剰余金の処分の件 

 当社は、株主資本配当率（ＤＯＥ）をベースとして連結財務ポジション連動型の株

主還元を基本方針としております。この基本方針に基づく期末配当及び繰越利益剰余

金の欠損充当等のため、剰余金処分を以下のとおりといたしたいと存じます。 

 

1. 期末配当に関する事項 

 (1) 配当財産の種類 

    金銭といたします。 

 (2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額 

   当社普通株式１株当たり金20円（配当総額1,410,972,640円）とさせていた

だきたいと存じます。 

   なお、当期は１株当たり金20円の中間配当を既にお支払いしておりますので、

これをあわせた年間配当金は１株当たり金40円となります。 

 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 

    平成20年６月27日 

 

2. 剰余金の処分に関する事項 

 (1) 増加する剰余金の項目及びその額 

    繰越利益剰余金 10,000,000,000円 

 (2) 減少する剰余金の項目及びその額 

    別途積立金   10,000,000,000円 

 



〆≠●0 
03_0207001102006.doc 
㈱ＣＳＫホールディングス様 招集 2008/05/22 15:45印刷 2/8 
 

― 72 ― 

 第２号議案 定款一部変更の件 

1. 変更の理由 

  当社グループの一層の成長を積極的に進めるにあたり、さらなる取締役会の意思

決定迅速化・機動性の確保が必要であり、また、当社グループの事業の方向性に

対応した取締役の職務分掌を構築するため、取締役の員数及び役付取締役に関す

る規定（現行定款第20条及び同第23条第２項）を変更するものであります。 

 

2. 変更の内容 

  変更の内容は次のとおりであります。 
(下線＿部分は変更箇所)   

現 行 定 款 変  更  案 

(取締役の員数) 

第20条 当会社の取締役は10名以内とする。 

(取締役の員数) 

第20条 当会社の取締役は８名以内とする。 

(代表取締役、役付取締役及び執行役員) 

第23条 取締役会の決議により代表取締役を選

定する。 

(代表取締役、役付取締役及び執行役員) 

第23条     (現行どおり) 

 

  ２ 取締役会の決議により取締役社長及び

取締役会議長各１名を置くほか、取締

役会長１名を置くことができる。 

  ２ 取締役会の決議により取締役会長、取

締役社長、取締役会議長各１名及びそ

の他の役付取締役を置くことができ

る。 

  ３ 取締役会の決議により執行役員を置く

ことができる。 

  ３     (現行どおり) 
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 第３号議案 取締役６名選任の件  

 本総会終結の時をもって取締役青園雅紘氏、福山義人氏、鈴木孝博氏、広瀬省三
氏、奥島孝康氏及びエリック・ブリニョルフソン氏の任期が満了し、平成20年６月
19日をもって取締役有賀貞一氏が辞任により退任されますので、取締役６名の選任
をお願いするものであります。 
 取締役候補者は次のとおりであります。 

 
候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

所有する当社
の株式の数

略歴、当社における地位、担当 
（他の法人等の代表状況） 

１ 
青 園 雅 紘 

(昭和19年９月26日生) 
50,340株

昭和43年４月 野村證券㈱入社 
昭和62年12月 同社取締役 
平成元年６月 野村投資顧問㈱常務取締役 
平成３年６月 野村證券㈱常務取締役 
平成７年６月 当社代表取締役副社長 
平成12年６月 当社代表取締役社長 
平成15年６月 当社代表取締役会長 社長執行役員 
平成15年10月 当社代表取締役会長 
平成16年10月 当社取締役グループ経営会議議長 
平成16年11月 ＣＳＫプリンシパルズ㈱代表取締役社

長（現在) 
平成17年６月 当社取締役会議長（現在） 
平成18年１月 ㈱ＣＳＫ－ＩＳ代表取締役社長 
平成20年２月 同社会長（現在) 
平成20年４月 コスモ証券㈱代表取締役社長（現在） 
平成20年５月 ㈱ＣＳＫグリーンサービス代表取締役

会長（現在） 
(他の法人等の代表状況) 
 ＣＳＫプリンシパルズ㈱代表取締役社長 
 ㈱ＣＳＫ－ＩＳ代表取締役会長 
 コスモ証券㈱代表取締役社長 
 ㈱ＣＳＫグリーンサービス代表取締役会長 

２ 
福 山 義 人 

(昭和24年12月20日生) 
22,520株

昭和47年４月 当社入社 
昭和63年12月 当社取締役西日本支社支社長室長 兼

採用本部西日本採用部長 
平成６年６月 当社常務取締役人事本部長 
平成12年６月 当社専務取締役人事本部長 兼 総務本

部長 兼 財務本部長 
平成14年６月 当社代表取締役副社長 
平成15年６月 当社取締役 
平成16年７月 当社代表取締役 
平成16年10月 当社代表取締役会長 
平成17年10月 当社代表取締役社長（現在）  
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候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

所有する当社
の株式の数

略歴、当社における地位、担当 
（他の法人等の代表状況） 

３ 
鈴 木 孝 博 

(昭和27年８月15日生) 
8,200株

昭和50年４月 野村證券㈱入社 

平成３年12月 同社渋谷西口支店長 

平成６年12月 同社西宮支店長 

平成９年２月 当社入社 

平成９年４月 当社理事秘書室長 

平成11年４月 当社理事営業企画本部長 

平成13年４月 当社理事グループ戦略本部長 

平成14年６月 ㈱サービスウェア・コーポレーション

代表取締役副社長 

平成15年６月 当社取締役 常務執行役員 

平成16年10月 当社代表取締役 常務執行役員 

平成17年８月 ㈱ＣＳＫ ＣＨＩＮＡ ＣＯＲＰＯＲＡ

ＴＩＯＮ代表取締役社長（現在） 

平成17年10月 当社代表取締役（現在） 

平成19年４月 ㈱ＣＳＫアドミニストレーションサー

ビス代表取締役社長（現在） 

(他の法人等の代表状況) 

 ㈱ＣＳＫ ＣＨＩＮＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ代表

取締役社長 

 ㈱ＣＳＫアドミニストレーションサービス代表取締

役社長 
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候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

所有する当社
の株式の数

略歴、当社における地位、担当 
（他の法人等の代表状況） 

４ 
広 瀬 省 三 

(昭和30年12月25日生) 
8,520株

昭和62年４月 ㈱シー・エス・ケイ総合研究所入社 
平成３年12月 当社入社 
平成７年６月 当社取締役ビジネスソリューション事

業部長 兼 金融システム技術部長 
平成12年６月 当社常務取締役営業本部副本部長 兼

製造流通システム事業本部技術担当 兼
技術企画・推進本部長 兼 情報システ
ム本部長 

平成14年６月 ㈱サービスウェア・コーポレーション
代表取締役社長 

平成15年６月 当社専務執行役員 
平成16年10月 当社副社長執行役員 
平成17年６月 当社社長執行役員 
平成17年10月 ㈱ＣＳＫシステムズ代表取締役社長

(現在） 
平成19年３月 ㈱ＣＳＫプレッシェンド代表取締役社

長（現在） 
平成19年４月 希世軟件系統（上海）有限公司董事長

(現在) 
平成19年６月 当社取締役（現在） 
(他の法人等の代表状況) 
 ㈱ＣＳＫシステムズ代表取締役社長 
 ㈱ＣＳＫプレッシェンド代表取締役社長 
 希世軟件系統（上海）有限公司董事長 

５ 
奥 島 孝 康 

(昭和14年４月16日生) 
100株

昭和51年４月 早稲田大学法学部教授 
昭和56年５月 同大学教務部長 
昭和61年11月 同大学図書館長・評議員 
平成２年９月 同大学法学部長・評議員 
平成６年11月 同大学総長・評議員 
平成14年11月 同大学学事顧問（現在） 
平成16年４月 早稲田大学大学院法務研究科教授（現

在） 
平成17年６月 当社取締役（現在） 
平成18年４月 早稲田大学アジア研究機構長（現在） 
(他の法人等の代表状況) 
 早稲田大学アジア研究機構長 
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候補者 
番 号 

氏   名 
（生年月日） 

所有する当社
の株式の数

略歴、当社における地位、担当 
（他の法人等の代表状況） 

６ 
和 気 洋 子 

(昭和22年11月18日生) 
0株

昭和45年４月 ㈱富士銀行入行（現 ㈱みずほコーポ

レート銀行） 

昭和52年４月 慶應義塾大学商学部助手 

昭和57年４月 同大学助教授 

平成５年４月 同大学教授（現在） 
 
 〔注〕1. 候補者のうち、奥島孝康氏及び和気洋子氏は社外取締役候補者であります。 

2. 各候補者と当社の間には、いずれも特別の利害関係はありません。 
3. 社外取締役候補者の選任理由 
   奥島孝康氏は、会社法及びコーポレートガバナンスの専門家として早稲田大学大

学院法務研究科で教鞭をとられる教授であり、その経歴を通じて培われた法律の専
門家としての経験・知識・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、社外
取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結
の時をもって３年となります。 

   和気洋子氏は、国際経済システム論及び地球環境政策の専門家として慶應義塾大
学商学部で教鞭をとられる教授であり、その経歴を通じて培われた国際経済システ
ム論及び地球環境政策の専門家としての経験・知識・見識に基づく経営の監督とチ
ェック機能を期待し、社外取締役候補者といたしました。 

4.  奥島孝康氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の
経営に関与された経験はありませんが、法律の専門家として、会社法及びコーポレ
ートガバナンスに精通し、企業経営を監督する十分な見識を有しておられることか
ら、社外取締役としての機能を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。 

   和気洋子氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の
経営に関与された経験はありませんが、経済学の専門家として、経済に精通し、ま
た経営に関する高い見識を有しておられることから、社外取締役としての機能を適
切に遂行していただけるものと判断いたしました。 
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 第４号議案 監査役１名選任の件 

 本総会終結の時をもって監査役峯岸芳幸氏の任期が満了となりますので、監査役

１名の選任をお願いするものであります。 

 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

 監査役候補者は次のとおりであります。 
 

氏   名 
（生年月日） 

所有する当社 
の株式の数 

略歴、当社における地位、担当 
（他の法人等の代表状況） 

峯 岸 芳 幸 
(昭和27年７月15日生) 

1,516株 

昭和53年３月 公認会計士登録 

昭和55年９月 峯岸公認会計士事務所代表者（現在） 

平成元年12月 当社監査役（現在） 

(他の法人等の代表状況) 

 峯岸公認会計士事務所代表者 
 
 〔注〕1. 候補者は社外監査役候補者であります。 

2. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 
3. 社外監査役候補者の選任理由 
   候補者は、公認会計士としての専門的見地及び経営に関する高い見識を当社の監

査に反映していただくため、社外監査役候補者といたしました。なお、同氏の当社
社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって18年となります。 
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 第５号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 

 平成20年６月19日をもって取締役を退任されます有賀貞一氏に対し、その在任中

の労に報いるため、当社の内規に従い一定の算定基準に基づいて退職慰労金を贈呈

することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたい

と存じます。 

 なお、当社は経営機構改革の一環として、平成15年６月26日開催の第35回定時株

主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を実質的に廃止しておりますので、本

議案に基づいて贈呈する退職慰労金は、同氏の取締役就任時から平成15年６月26日

までの在任期間に対するものであります。 

 同氏の略歴は次のとおりであります。 

氏   名 略      歴 

有  賀  貞  一 

平成９年６月 当社専務取締役 

平成12年６月 当社代表取締役副社長 

平成15年６月 当社取締役 

平成16年７月 当社代表取締役（現在） 

 

 

以 上 
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株主総会会場ご案内図 

 
会場 東京都港区南青山二丁目26番１号 

   ＣＳＫ青山ビル 当社３階会議室 

  電話（03）6438－3901（代表) 
 

 

 
・地下鉄銀座線「外苑前駅」１ｂ出口よりすぐ 

 
・地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」より徒歩９分 

 
・地下鉄銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」より徒歩10分 

 
駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申しあげます。 

 
当社「ＣＳＫ青山ビル」にご入館の際は、お手数ですが本「招集ご通
知」又は同封しました「議決権行使書用紙」を１階入口にてご提示く
ださい。 




